


ごあいさつ  
 財 団 法 人 全 日 本 ろ う あ 連 盟  

 理 事 長  安 藤  豊 喜  
平 成 18 年 度 「 聴 覚 障 害 者 の 相 談 の 資 格 ・ 認 定 に 関 す る 調 査 研 究 及 び 聴

覚 障 害 者 相 談 支 援 へ の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 等 の 研 修 」 事 業 の 報 告 書 を 皆 さ ん

に お 届 け で き る こ と を 大 き な 喜 び と し て い ま す 。  

財 団 法 人 全 日 本 ろ う あ 連 盟 は 、長 年 に わ た っ て 厚 生 労 働 省 に 対 し 、「 ろ う

あ 者 相 談 員 制 度 」 の 法 制 化 を 要 望 し て き ま し た 。  

こ の 要 望 の 根 拠 の 一 つ は 、 ろ う 者 は 、 手 話 を 言 語 と し て い る た め に 音 声

に よ る 言 葉 で 対 応 し て い る 公 共 機 関 の 窓 口 を 自 由 に 利 用 で き な い と い う 制

約 が あ る た め で す 。 二 つ は 、 外 見 か ら そ の 障 害 が 識 別 で き な い こ と も あ っ

て 、 障 害 の 特 性 や 、 社 会 的 、 制 度 的 、 文 化 的 な 制 約 の 実 態 に 対 す る 理 解 が

不 十 分 で 、 同 じ 障 害 を 有 し 、 手 話 に よ る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン が 可 能 な ろ う

者 に よ る 相 談 や 助 言 が 求 め ら れ て い た か ら で す 。  

こ の よ う な 背 景 と ろ う 者 の ニ ー ズ に 沿 っ て 、 全 日 本 ろ う あ 連 盟 は 、 手 話

通 訳 者 設 置 や 派 遣 事 業 の 要 望 と 並 行 し て 、 相 談 員 制 度 の 創 設 を 長 年 に わ た

っ て 要 望 し て き ま し た 。 こ れ に は 、 情 報 ・ コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 保 障 と 共

に 、 相 談 ・ 助 言 を 的 確 に 行 な う こ と に よ っ て ろ う 者 の 経 済 的 ・ 社 会 的 な 自

立 が 容 易 に な る と の 判 断 も あ り ま し た 。  

ろ う 者 の 生 活 実 情 に 即 し た こ の 要 求 は 、 全 国 の 都 道 府 県 ・ 市 へ の 要 望 と

な り 、 全 国 の 少 な く な い 自 治 体 が ろ う あ 者 相 談 員 の 採 用 や 窓 口 を 設 定 す る

な ど の 施 策 に な っ て い ま す 。 こ れ を 国 の 制 度 に 発 展 さ せ 、 全 国 の す べ て の

都 道 府 県 ・ 市 に ろ う あ 者 相 談 員 を 設 置 す る 施 策 が 希 求 さ れ て い ま す が 、 資

格 や 財 政 的 な 壁 が あ り 、 実 現 の 展 望 を 見 出 せ ま せ ん 。  

し か し 、 現 在 、 自 己 選 択 ・ 決 定 や 自 立 を 支 え る 支 援 ・ 相 談 ・ 助 言 の 環 境

が 求 め ら れ て い ま す 。 ま た 、 平 成 18 年 度 か ら ス タ ー ト し た 障 害 者 自 立 支

援 法 に お い て も 「 相 談 支 援 」 が 重 視 さ れ て い ま す の で 、 そ の 資 格 認 定 の 方

法 や 相 談 支 援 の ケ ア マ ネ ジ メ ン ト の 手 法 を 確 立 す る た め に 、「 独 立 行 政 法 人

福 祉 医 療 機 構（ 長 寿 社 会 福 祉 基 金 ）」の 助 成 を 受 け て 研 究 し て き ま し た 。こ

の 事 業 は 、 2 年 継 続 の も の で あ り 、 平 成 18 年 度 は 、 現 状 や 課 題 の 整 理 を

行 い 、 19 年 度 で 、 そ れ を 基 に し た 資 格 付 け 等 の 方 向 を 提 起 し た い と 考 え

て い ま す 。 本 書 に よ っ て 示 さ れ た 現 状 や 課 題 が 全 国 的 に 検 討 さ れ 、 よ り 広

範 な 課 題 の 提 起 と な る こ と を 期 待 し て い ま す 。 最 後 に な り ま す が 、 こ の 事

業 に ご 協 力 を 賜 り ま し た 独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 を は じ め と す る 関 係 者

に 厚 く お 礼 を 申 し 上 げ て 、 報 告 書 発 刊 の ご あ い さ つ と い た し ま す 。  
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第１章 聴覚障害者の相談支援の実態 

 
第１節 聴覚障害者の実態 

１．聴覚障害者数 

厚生労働省により 2001 年(平成 13 年)６月に実施された『身体障害児・者実態調査結果』

によれば、18 歳未満の身体障害児 81,900 人のうち聴覚言語障害児は 15,200 人（18.6％）

（表１）、18 歳以上の身体障害者 324 万 5000 人のうち聴覚言語障害者は 34 万 6000 人

（10.7％）（表２）を占めていると推計されている。 

 
表１ 身体障害児(18 歳未満)の全国推計数，障害の種類×年齢階級（単位：人） 

 総 数 視覚障害 聴覚言語障害 肢体不自由 内部障害 重複障害（再掲）

総 数 81 900 4 800 15 200 47 700 14 200 6 000 

0－4 歳 13 500 1 000 2 700 7 000 2 900 1 400 

5－9 23 100 1 000 3 900 14 200 4 100 1 400 

10－14 28 900 2 200 5 800 16 600 4 300 1 900 

15－17 15 400 700 2 700 9 200 2 900 1 200 

出所）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部（2002）『身体障害児・者実態調査結果』（2001 年調査） 

 

表２ 身体障害者(18 歳以上)の全国推計数、障害の種類×年齢階級（単位：千人） 

 総 数 視覚障害 聴覚言語障害 肢体不自由 内部障害 重複障害（再掲）

総 数 3 245 301 346 1 749 849 175 

18－19歳 11 (0.3) - 1 8 2 1 

20－29 70 (2.2) 7 9 45 9 3 

30－39 93 (2.9) 8 13 59 13 6 

40－49 213 (6.6) 16 22 130 45 11 

50－59 468 (14.4) 47 38 271 113 10 

60－64 363 (11.2) 29 24 198 112 20 

65－69 522 (16.1) 37 40 290 154 37 

70歳以上 1 482 (45.7) 155 195 739 394 86 

出所）厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部（2002）『身体障害児・者実態調査結果』（2001 年調査） 

 
２．聴覚障害の種別 

聴覚障害者は、失聴の時期、聴力程度、育った環境、受けた教育的条件などに相違があ

り、その障害の困難性や特性などを一律的に判断することは避けるべきであろう。 
また、その呼称も一般的に、ろう学校で教育を受け、手話に堪能な者は「ろうあ者・ろ

う者」、普通学校で教育を受け、補聴器利用により残存聴力を活用できる者は「難聴者」、

義務教育や高等教育を終えた後の失聴者は「中途失聴者」、聴覚障害と他の障害を併せ持つ
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者は「ろう重複障害者」、高齢による難聴者は「高齢聴覚障害者」などが使用されている。 
コミュニケーションの手段についても、手話、口話（発音発語・読話）、補聴器利用、筆

談・要約筆記などがあり、聴覚障害者個々の状況によってコミュニケーション手段が異な

っているので、それぞれの聴覚障害者が使用するコミュニケーションの方法やニーズを的

確に受止めた対応が求められるのである。 
 

３．聴覚障害の基本的な特性と抱える課題 

 聴覚障害の基本的な特性としては、下記のように説明できよう。 

１）聴覚障害は外見から識別できず、聞こえる人の立場から見れば、介助やサポートの

イメージが掴めなく、話しかけや会話のしづらい人間といえよう。従って、自己主張が

困難であるとか、周囲の出来事の認識が容易ではないとか、名前を呼ばれても聞こえな

いので分からないことなど、聴覚障害に起因する困難性等の理解が十分ではない。 

２）聴覚障害者にとっては、親・兄弟とのコミュニケーションにも制約があり、聞こえ

る人とのコミュニケーションには常に緊張を強いられる。また、音声放送の情報が得ら

れないこと、意思疎通に支障があることから、聞こえる側からの誤解が多いのである。 

 こうしたことから、聴覚障害が抱える課題として、下記のように説明できよう。 

１）情報・コミュニケーションのバリアに囲まれている。 

２）人間的に孤独を強いられる障害である。 

３）周りの出来事に即座に対応できない障害である。 

４）自己主張が困難なために自己抑制を強いられる障害である。 

５）情報・コミュニケーションの障害のために人間的な能力の発達や評価が抑制される 

  障害である。 

 

 もちろん、聴覚障害は、生活やサポート環境の改善によって軽減されることは言うまで 

もない。手話通訳者の増加や手話通訳・要約筆記事業の充実に、テレビ放送による字幕放 

送の拡大、FAX、携帯文字メール、インターネットなどによって、聴覚障害者の情報・コ

ミュニケーション環境は大きな前進を遂げており、上記に掲げる課題も軽減されつつある

が、まだ、発展途上の段階であって、更なる拡充が求められているといえよう。 

 
４．自己選択・自己決定の観点からみた聴覚障害者の対応能力 

今、障害を有する当事者の自己選択・自己決定が言われているが、この理念を依拠とし

て、基本的な聴覚障害者の対応能力を述べてみる。 
１）日本語の理解があり、読み書きや手話使用の能力のある聴覚障害者の場合、手話通 
 訳や筆談・要約筆記による情報・コミュニケーションのサポートで自己選択・自己決 
 定が可能である。 
２）難聴・中途失聴の障害で、普通学校で教育を受けた者は、補聴器利用、筆談・要約

筆記による情報・コミュニケーションのサポートで自己選択・自己決定が可能である。 
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３）手話を日常的なコミュニケーションとして使用しているが、日本語の獲得が十分で  
 なく、読み書きの能力に制約がある者には、手話通訳による情報・コミュニケーショ 
 ンのサポートだけでなく、自己選択・自己決定を行なうための説明、助言・相談支援 
 などが必要である。 
４）標準手話が使えず、読み書きの能力も非常な困難が伴う者には、身振り的な手話を 
 中心とした情報・コミュニケーションのサポートとともに、生活支援を含めた介助等

が必要である。 
 
 上記のように、同じ聴覚障害者といっても、自己選択と決定のための対応能力はさ

まざまである。また、抱える課題や内容によっては、通訳、相談、判断・決定のため

の支援など複合的に対応が求められる場合もあるのである。 
 従って、専門的なサポートのあり方は、下記の３点に整理できるのではないかと思

われる。 
１）手話通訳や筆談、要約筆記等による情報・コミュニケーションのサポート 
２）事態の説明・解説・助言によるサポート 
３）相談・生活支援等のサポート 

 
５．現在求められている施策 

 聴覚障害者は、さまざまな条件の多様性があり、多様なニーズを持っている。個々の聴

覚障害者が現今の障害者をサポートするための社会資源を有効に活用し、社会参加や自立

のレベルを高めるための研究や現状分析が必要である。 

 前進した手話通訳・要約筆記事業や手話通訳人口の拡大によって現今の社会資源を不自

由なく利用する聴覚障害者もいれば、聴覚障害だけでなく二次、三次障害を有するために

自己選択、自己決定のためには特別の配慮や制度を必要とする聴覚障害者もいるのである。  

 後者の場合、手話通訳・要約筆記による通訳支援だけでなく、「相談支援事業」によるサ

ポートが欠かせなく、そのための資格認定や制度化を研究するのが、この「聴覚障害者の

相談の資格・認定に関する研究調査及び聴覚障害者相談支援へのケアマネジメント等の研

修」事業の目的であり、聴覚障害者のニーズに沿った財団法人全日本ろうあ連盟（以下、

連盟とする）の「ろうあ者相談員」設置運動などを起点とした取り組みなどを通して、課

題実現の方途が研究されるべきである。 

 

第２節 「ろうあ者相談員」の実態 

１．「ろうあ者相談員」の発生 

 1967 年（昭和 42 年）の身体障害者福祉法の改正によって身体障害者相談員制度が誕生

したが、「ろうあ者相談員」は身体障害者相談員とは全く別のものである。 
 1950 年代後半からの高度経済成長にともない聴覚障害者の社会参加、職域拡大や核家族

化も進み、一人暮らし或いは家族を養う立場の聴覚障害者が漸増していった。それととも
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に社会生活におけるコミュニケーションと、情報獲得に困難を抱える聴覚障害者は、福祉

事務所等に種々の相談を持ち込んだりすることも増えていった。 
 しかし、福祉事務所等の公的機関には手話のできる職員がいないため、聴覚障害者の個

別問題の解決を援助することが十分にできなかった。もともと聴こえる人との間で意思の

疎通に困難を伴うろうあ者は、相談機関のほとんどを利用することができず、相談できる

ところは、手話のできる人がいるところに限られ、同じろうあ者同士、又は手話のできる

聴こえる人と個人的に相談するしかなかった。当時の全国ろうあ者大会のスローガンに「手

話のできる福祉司を」と掲げているが、当時のろうあ者にとって福祉事務所とは、極言すれば、

以前に発行されていた「国鉄乗車券の割引証明書」をもらいに行くところでしかなかったので

ある。地域の聴覚障害者団体のリーダーや、ろう学校・職場の先輩が相談を受け、相談機

関との中継ぎをするなどの相談実態の積み重ねと、悩み、苦しみ、願望などを相談したくて

も、相手に伝え、相手の話を聞くすべもなかった苦しみから、「手話で話せる相談者（員）」を求

め、「手話ができ、聴覚障害者の心情等を十分に理解できる人」が必要であると地方自治体

に要望してきた。その結果、1963 年（昭和 38 年）に北海道の旭川市に聴覚障害者が採用

されたことを皮切りに、聴覚障害者協会事務所や福祉事務所、社会福祉協議会等に、聴覚

障害者への相談支援を専門に行う「ろうあ者相談員」を採用する自治体が増えていった。 
  
２．「ろうあ者相談員」の実態 

連盟では 1989 年（平成元年）以来、全国ろうあ者大会の大会決議の一つに「ろうあ者相

談員の正職員採用、全国的な設置のために」を入れて、国に対しては、「ろうあ者相談員」

制度の創設を、地方自治体に対しては、「ろうあ者相談員」を正職員として採用することを

求めてきた。 
連盟は、週に３日以上勤務して、聴覚障害者の相談に従事することにより報酬を得てい

る者を「ろうあ者相談員」と定義しているが、「ろうあ者相談員」は国の制度ではなく、

自治体独自の事業であるため、全国共通の名称、設置基準、業務内容となっておらず、

採用している自治体は限られている。 
地方自治体が定める「ろうあ者相談員」の条件の多くは、「手話ができることと、ろうあ

者福祉に熱意があること」である。それで手話ができる聴覚障害者団体の役員、聴覚障害

者の家族・関係者、ろう教育関係者などが採用された。しかも各地の聴覚障害者団体の要

望と取り組みにより、聴覚障害者団体の推薦で採用されている人が多く、当初は健聴者

よりは聴覚障害者が多かった。 
名称は、「ろうあ者相談員」、「ろう者福祉指導員」、「ろう者生活指導員」等まちまち

であり、身分も正職員、常勤嘱託、非常勤など多様である。2005 年度（平成 17 年度）

に連盟が「ろうあ者相談員」を対象に実施したアンケート調査（注）によると、正規職員

の多くは他の業務を兼任しており、聴覚障害者を対象とする相談業務に専念できていない

現状がある。全体の３分の２を占める非正規職員の多くは、勤務時間の制約、外勤の制約、

収入・福利厚生等の制約など、不十分な労働条件での勤務を余儀なくされている。 
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（注）2005 年度（平成 17 年度）第 21 回全国ろうあ相談員研修会にて発表、連盟登録相

談員 188 名にアンケートを行い 66 名の回答を得たもの 
設置場所は、聴覚障害者協会事務所・福祉事務所・更生相談所・社会福祉協議会等、様々

であるが、近年は聴覚障害者情報提供施設の設置箇所が増えたことにより、施設職員

において相談支援に従事する人も増えている。2006 年度（平成 18 年度）の連盟による

「ろうあ者相談員」登録によれば、35 都道府県 192 名となっている。「ろうあ者相談員」

のほとんどは、資格を有せず、相談についての知識・経験が不十分な状態からスタートし

ている。また、更生相談所や福祉事務所に採用された場合には、設置機関から相談につい

ての指導が受けられた例もあったが、多くは、自分の経験知識を基にして相談を進め、試

行錯誤の中での相談を進めている。しかし、聴覚障害者に対する専門的な相談が、地方自

治体に公的に認められた意義は大きいと言える。 
一方施設職員において相談支援業務を担当する人の場合は、社会福祉士、精神保健

福祉士等の国家資格を有する者が増えてきている。 
  
３．「全国ろうあ者相談員研修会」の取り組み 

 1984 年（昭和59年）４月、連盟の事業として「全国ろうあ者相談員研修会」が東京都におい

て開催され、32名の相談員が集まった。以後、講義と事例検討を二つの柱にして毎年１回開催さ

れている。参加者数の規模は平均して50名～60名となっている。 
 全国ろうあ者相談員研修会で行われてきた講演、シンポジウム等の主なテーマは以下の通り。 
 ・援助としての相談活動とその意義と課題について 
 ・相談支援、面接の方法等について 
 ・心因反応について、そのカウセリングについて 
 ・カウセリングの理論と実際について 
 ・障害者のケアとマネジメントについて 
 ・身体障害者福祉法、年金法、介護保険制度、障害者支援制度、障害者自立支援法の改正や施   
  行の概要、課題等について 
 ・権利としての社会福祉の展望、これからの日本の福祉、最近の福祉の動向等、福祉の   
  動向、理念、課題について 

 ・労働、家族関係、地域コミュニティ、高齢者、重複障害者等について 
 ・施設、デイサービスセンター、生活支援センター等の施設の役割について 
 このように、相談の方法、福祉制度、精神障害者への対応方法などを講義から学ぶこと

と併せて、重複して障害のある聴覚障害者の相談、関係機関と連携して対応した相談、集

団に入る機会に恵まれなかった聴覚障害者の相談、聴覚障害者同士による法律的トラブル

の相談などの事例を持ち寄り検討・討議することを積み重ねている。 
また、北海道、関東、近畿、九州の各ブロックで、あるいは大阪、札幌、広島、福岡の

政令指定都市では、定期的な「ろうあ者相談員」の集まりが積み重ねられ、講義・事例検

討・ロールプレイ等の研修と情報交換が行われ、「ろうあ者相談員」としての資質の向上が
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図られてきている。 
相談対象者はろうあ者にとどまらず、難聴者・中途失聴者、重複聴覚障害者等、聴覚障

害者すべてへと広がりを見せており、相談方法にも、ソーシャルワークの考え方が取り入

れられてきた。それは、施設作りの実践、集団健康診断の実践、デイサービスの実践等の

一翼を、「ろうあ者相談員」が担った例にも表れている。 

 
４．「ろうあ者相談員」が設置されていない地域の相談支援の実態 

 地方自治体独自の「ろうあ者相談員」制度がない地域の聴覚障害者は、相談支援に関わ

る社会資源を利用するためには手話通訳者を介して相談するか、手話通訳者や聴覚障害者

団体役員が相談対応しているのが実情である。 
 手話通訳者が相談業務を兼務しているところでは、聴覚障害者に対するコミュニケーシ

ョン支援と相談支援を一人の人間が同時に担う事態が生じている。 
しかし、コミュニケーション支援業務と相談支援業務は、基本的には異なる専門的な技

能を必要とする業務であるので、複数による分業の体制が望ましいといえよう。 
それに、生活支援の必要なレベルの聴覚障害者に対しては、相談支援業務の部分の負担

が重く、手話通訳業務との兼務は困難なことが多いと考えられるので、このような課題を

研究しながら、個々の聴覚障害者の障害程度、自己選択、決定のための能力レベルなどに

的確に対応するサポート体制の実現が望まれているといえよう。 
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第２章 聴覚障害者への相談支援の現状把握と分析 

 

第１節 アンケート調査による現状把握 

１．調査目的  

さまざまな課題を抱えている「障害者自立支援法」は 2006 年（平成 18 年）４月から施

行され、同法における相談支援事業は同年 10 月から施行された。「相談支援事業」は今後

の障害者福祉施策の中で重要な事業として位置付けられており、その支援体制の充実が重

要な課題となっている。 

そこで、聴覚障害者をとりまく相談支援事業、主にろうあ者相談員に関わる事業を中心

に、資格化も含めて聴覚障害者にとってより良い相談支援の在り方を考えるために、聴覚

障害者への相談に従事している方々がどのような状況にあるか、現状を把握することを目

的として調査を実施した。 

 

２．調査方法 

調査方法は質問紙郵送調査である。調査対象者は、ろうあ者相談員や手話相談員等とし

て聴覚障害者のための相談員として位置づけられている職員、聴覚障害者のための施設に

おいて相談支援を担当している職員である。調査期間は９月 12 日に発送し、11 月 20 日ま

でに回収したものである。 

質問紙発送の対象者は、個人を対象には、連盟に「ろうあ者相談員」として登録されて

いる 192 名とし、施設については、聴覚障害者関連福祉施設 67 施設に３通ずつの質問紙を

送付し、回答への協力を依頼した。 

回答をいただいた質問紙の有効回答は 157 であった。157 の回答は、相談業務が主たる

業務となっていない介護職員や施設長、事務職員等からの回答も含まれていたため、本報

告では、その 157 回答の中から、ろうあ者相談員として連盟に登録されている方々の 103

の回答に限定して集計した調査結果をまとめた。なお、ここにまとめた数字は、原則とし

て％の値である。また、統計的に整理できない自由記述については、ろうあ者相談員から

の回答にだけに限定せず、157 回答のすべてをまとめた。 

 なお、郵送した質問紙調査票は本報告書の巻末に参考資料として掲載してあるので、参

照されたい。 

 

３．調査結果 
（１）聴覚障害の有無 

 相談員の聴覚障害の有無を問うたところ、「ろう」が 40.8％、「難聴」が 5.8％、健聴が

52.4％であった（図１－１）。難聴の割合が少ないために、以下の分析の際に、相談員の聴

覚障害の有無をみる場合、「ろう」と「難聴」を合わせて、「聴覚障害」とする。したがっ

て、「聴覚障害」は 46.6％、「健聴」が 52.4％となる（図１－２）。聴覚障害を持つ人と持
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たない人の割合は、およそ半々の割合となっていることが分かる。 

 
図１－１ 聴覚障害の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
図１－２ 聴覚障害の有無 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）年齢 

 年齢については、20 歳から 39 歳までを 10 年ずつに区分し、40 歳以上は５歳ごとに区分

し、回答をしていただいた。その結果（図２－１）、「50-54 歳」が最も多く 23.3％であり、

「55-59 歳」の 13.6％を合わせると、50 歳代は 36.9％と最も多い。次いで「45-49 歳」が

16.5％、「40-44 歳が」13.6％と、40 歳代が 30.1％であった。20 歳から 49 歳までを合計す

ると 49.5％となり、50 歳がちょうど中間点となる。逆に言えば、50 歳代以上の方々が 50％

を占めているということでもある。 

 聴覚障害の有無と年齢の関係をみると（図２－２）、「健聴」の方々は 40 歳代が 35.2％

で、50 歳代が 38.9％であり、40 歳から 59 歳を合計すると 74.1％を占めている。 一方、

「聴覚障害」の方々については、30 歳代が 20.8%、40 歳代が 22.9％、50 歳代は 34.4％、

60 歳代が 18.8％となっている。 

 

 

 

 

 

40.8 5.8 52.4

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ろう 難聴 健聴 無(効)回答

46.6 52.4

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

聴覚障害 健聴 無回答
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図２－１ 年齢 

 
 
 
 
 
 

 

図２－２ 聴覚障害の有無と年齢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（３）性別 

 性別をみると（図３－１）、「女性」が 72.8％と圧倒的に多い。しかし、聴覚障害の有無

と性別の関係からみると（図３－２）、「健聴」では 87％が「女性」である一方で、「聴覚

障害」では 56.3％となっており、「聴覚障害」においては、「健聴」と比べて「男性」の割

合が多い傾向がある。 

 

図３－１ 性別 
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12.5

14.8
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9.3
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3.7
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図３－２ 聴覚障害の有無と性別 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（４）コミュニケーション手段 

 日ごろの相談支援に際しての会話する方法（コミュニケーション手段）をみると（図４

－１：複数回答可）、「手話」が 100％、「筆談」が 81.6％、「音声」が 49.5％、「触手話」

が 36.9％、「指点字が」2.9％、「その他」が 17.5％となっていた。聴覚障害の有無でみる

と（図４－２）、「健聴」は「音声」が 66.7％と多くなっているが、「聴覚障害」でも「音

声」が 31.3％を占めている。 

なお、「その他」の内容としては、①身振り、ホームサイン、②絵、図､③模型、物、指

差し、④口話、読話、⑤手話読み取り通訳を介しての音声、⑥ＦＡＸ、携帯メール、パソ

コン・メール、パソコン要約などが挙げられた。 

 

図４－１ コミュニケーション手段（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

41.7

13.0

56.3

87.0

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

聴覚障害

健聴

男性 女性 無回答

100

81.6

36.9

17.5

2.9

49.5

0

20

40

60

80

100

手話 筆談 音声 触手話 その他 指点字



 

－11－ 

図４－２ 聴覚障害の有無とコミュニケーション手段（単位：％）（複数回答） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）手話の程度 

 相談支援において手話をどの程度利用しているかについては（図５－１）、「専門的な内

容を手話で表現し、読み取りしている」が 67％、「手話を使って普通の会話をしている」

が 27.2％であった。この回答については、聴覚障害の有無との関係で分析してみても（図

５－２）、大きな違いは見られなかった。 

 

図５－１ 手話の程度 

 

 

 

 

 

 

図５－２ 聴覚障害の有無と手話の程度 
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（６）勤務先 

 勤務先をみると（図６－１）、「市町役場」（福祉事務所を含む）が 46.6％と最も多く、

次いで「情報提供施設」が 17.5％であった。聴覚障害の有無からみると（図６－２）、「健

聴」は「都道府県庁」（福祉事務所を含む）が 13.2%で、「聴覚障害」は 2.1%であり、「健聴」

が多くなっている一方、「聴覚障害」は「情報提供施設」（20.8%）や「聴覚障害者協会」

（12.5％）の割合が「健聴」の同項目と比べて、やや多かった。 

 

図６－１ 勤務先 

 
 
 
 
 
 
 
 

図６－２ 聴覚障害の有無と勤務先 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（７）任命権者 

任命権者については（図７－１）、「市町村長」が 46.6％と半数近くを占め、次いで「社

会福祉法人（社協を除く）」が 21.4％、「聴覚障害者協会」が 12.6％となっていた。聴覚障

害の有無からみると（図７－２）、「健聴」では「知事」（13.0％）、「その他」（9.3%）の割

合が「聴覚障害」の同項目より多くなっている一方で、「聴覚障害」は「市町村長」（48.9%）

や「聴覚障害者協会」（21.3%）が「健聴」の同項目と比べてかなり多くなっていた。 
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図７－１ 任命権者 

 
 
 
 
 
 
 
 

図７－２ 聴覚障害の有無と任命権者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（８）勤務条件（雇用形態） 

 勤務条件をみると（図８－１）、「嘱託職員」が 48.5％と最も多く、次いで「正規職員」

が 33％、「その他」（非常勤等）が 15.5％となっていた。聴覚障害の有無別にみても、「正

規職員」の割合には大きな違いはみられなかったが、嘱託職員については、「健聴」が

51.9％、「聴覚障害」は 46.8%と、約５％ポイントの違いがあった。 

 

図８－１ 勤務条件 
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図８－２ 聴覚障害の有無と勤務条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）勤務形態（専任・兼務） 

相談業務が「専任」か「兼務」かを問うた勤務形態をみると（図９－１）、「兼務」が 56.3％、

「専任」が 42.7％であった。聴覚障害の有無別にみると（図９－２）、「健聴」では「兼務」

が 66.7％と多く、「聴覚障害」では「専任」が 53.2％と半数を超えており、聴覚障害の有

無により、専任か兼任かについて、差異が現れていた。 

「兼務」の内容としては、①障害者福祉一般業務（身障・療育手帳、補装具、更生医療

等の給付、福祉手当支給等の業務）、②手話通訳・手話通訳派遣コーディネート（要約筆記

もあり）および養成等、③ビデオ・ライブラリー、情報支援等、④介護、ケアマネジャー、

⑤福祉事務所の事務、⑥会計、広報等一般事務、⑦施設長、法人事務局長などが、挙げら

れた。 

「兼務」の場合、2005 年度(平成 17 年度)の１年間における全体の業務量・時間を 100

とした場合、相談支援の割合は何％を占めるかを問うたところ、相談支援の割合が「20％

以下」が 28.3％と最も多かったが、相談支援の割合「21～40％」、「61～80％」の区分にお

いても、相談支援の占める割合は平均して 20％強であり、「41～60％」では 24.5％となっ

ていた（図９－３）。 

  

図９－１ 勤務形態 
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図９－２ 聴覚障害の有無と勤務形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９－３ 兼務の場合、１年間の全業務に占める相談支援の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）勤務日数 

 １週間当たりの勤務日数をみると（図 10）、週５日が 81.6％と最も多く、次いで、４日

が 7.8％、３日が 5.8％であった。これは聴覚障害の有無からみても大きな違いはなく、８

割以上の相談員が通常勤務と同じように週５日間働いていることが分かった。しかし、こ

れは同時に、１割は週５日つまり平日に、常に相談業務につけていないことを意味してい

ることになる。 

 

図 10 勤務日数 
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（11）勤務時間 

 １週間当たりの勤務時間数をみると（図 11－１）、「30 時間」が 31.1％と最も多く、次

いで「40 時間」が 28.2％となっている。聴覚障害の有無からみると（図 11－２）、「健聴」

は「30 時間」および「31－39 時間」がそれぞれ「聴覚障害」の同項目に比べて、10％ポイ

ント以上高い一方、「聴覚障害」は「11－29 時間」および「40 時間」が「健聴」の同項目

に比べて、10％ポイント高くなっている。これは同時に、聴覚障害のない者なら平日にい

つでも役所が開いている時間に相談できるにもかかわらず、聴覚障害のある者は、日数、

時間が制限されていることを意味している。 

 

図 11－１ 勤務時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11－２ 聴覚障害の有無と勤務時間 
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（12）勤務先には同じ職種の人が何人いるか 

 勤務先に同じ職種の人が何人いるかを聞いたところ（図 12）、「０人」（他にいない）が

37％と最も多く、次いで「１人」が 24％であった。 

 

図 12 勤務先の同職種の人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（13）外勤ができるか 

 利用者の必要や要望に応じて外勤ができるかを問うたところ（図 13）、外勤が「できる」

のは 88.3％、「できない」のは 9.7％となっている。なお、聴覚障害の有無からみても差異

はほとんどなかった。相談者は、利用者のニーズに応じて外勤ができる体制になっている

ことが明らかになった。 

 しかし現実には、勤務先（机）から外勤しないよう指示されている相談員や設置通訳者

も予想される。(22)にまとめられている「支援方法」では、家庭訪問ができるのは８割に

なっているが、残りの２割は原則、勤務先（机）を離れることができないことが想定され

る。よりよい相談を実施するには、机に縛られずにニーズのある場所に出向いての支援が

保障されなければならないであろう。 

 

図 13 外勤 
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（14）勤続年数 

 現在の職に就いてからの勤続年数についてみると（図 14－１）、「５年まで」が 30.1％と

最も多く、次いで「11－20 年」が 24.3％、「6－10 年」が 19.4％であった。聴覚障害の有

無との関係から比較してみると（図 14－２）、「健聴」では「11－20 年」（30.8％）や「６

－10 年」（25.0％）の割合が｢聴覚障害｣の同項目に比べて多い一方で、「聴覚障害」では「５

年まで」（39.5％）と、「30 年以上」（11.6％）が「健聴」の同項目に比べて多くなってい

た。 

 

図 14－１ 勤続年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 14－２ 聴覚障害の有無と勤続年数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（15）所有する社会福祉の資格 

 資格として、社会福祉士、精神保健福祉士、手話通訳士、登録手話通訳者、介護福祉士、

介護支援専門員、社会福祉主事任用資格、臨床心理士、ホームヘルパー、言語聴覚士など

を挙げて、持っている資格について問うた（複数回答可）。社会福祉関係の資格については

「社会福祉主事任用資格」が 36.9％と最も多く、次いで「登録手話通訳者」が 34％、「手
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話通訳士」が 28.2％となっていた。相談員として取得が望まれる「社会福祉士」の資格を

持っている人の割合は 7.8％であり、「精神保健福祉士」は全くいなかった（図 15－１）。 

 聴覚障害の有無からみると（図 15－２）、「健聴」では「手話通訳士」や「登録手話通訳」

の資格を持っている人が多い一方で、「聴覚障害」では「社会福祉主事任用資格」を持って

いる人が多い。なお、「その他」として、看護師、教員免許、歯科衛生士、住環境コーディ

ネーター、障害者スポーツ指導員、身体障害者介護等支援専門員、登録要約筆記者、盲ろ

う者通訳介助員、理容師が挙げられた。 

 

図 15－１ 所有する社会福祉の資格（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 15－２ 聴覚障害の有無と所有する社会福祉の資格（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（16）加入している聴覚障害関係団体 

 加入している聴覚障害関係の団体（複数回答可）についてみると（図 16－１）、「聴覚障

害者協会」（ろう協会）が 60.2％と最も多く、次いで「全国手話通訳問題研究会」が 46.6％、

「手話サークル」が 38.8％、「日本手話通訳士協会」が 23.3％であった。聴覚障害の有無

からみると（図 16－２）、「聴覚障害」は「聴覚障害者協会」（100％）であり、「健聴」は
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「手話サークル」（70.4％）、「全国手話通訳問題研究会」（80.7％）、「日本手話通訳士協

会」（44.4％）等が多く挙げられた。しかし、「健聴」の場合、これらに１つも加入してい

ない人の割合が 24.1％と高くなっていた。なお、「その他」としては、「盲ろう者協会」、「全

国要約筆記問題研究会」などが挙げられた。 

 

図 16－１ 加入している聴覚障害関係団体（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16－２ 聴覚障害の有無と加入している聴覚障害関係団体（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（17）加入している福祉関係団体 

 加入している福祉に関する団体（複数回答可）については（図 17－１）、総じて加入し

ている人の割合は 10％に満たない状況であった。最も多いのは「日本社会福祉士会」で

6.8％であった。これは聴覚障害の有無からみても（図 17－２）、差異はみられなかった。

なお、「その他」（8.7％）として、ろうあ者相談員連絡会、介護福祉士会、市のケアマネ会

等が挙げられた。 
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図 17－１ 加入している福祉関係団体（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17－２ 聴覚障害の有無と加入している福祉関係団体（単位：％）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（18）卒業した学校 

 最終学歴という意味での卒業した学校をみると（図 18－１）、「普通高等学校」（28.2％）、

「大学」（25.2％）、「ろう学校高等部」（22.3％）といずれも 20％台を占めていた。聴覚障

害の有無からみると（図 18－２）、「健聴」は「普通高等学校」を卒業している割合が 45.3％

と最も多く、次いで「大学」が 30.2％であった。他方、「聴覚障害」は「ろう学校高等部」

を卒業している割合が 47.9％と最も多く、次いで「大学」が 20.8％であった。なお、「そ

の他」として、専攻科、専門学校、大学院などが挙げられた。 

 

図 18－１ 卒業した学校（単位：％） 
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図 18－２ 聴覚障害の有無と卒業した学校（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（19）2006 年(平成 18 年)７月の相談支援状況 

 2006 年(平成 18 年)７月の 1 ヶ月間の相談支援を行った延べ人数をみると（図 19－１）、

「21－40 人」が 22.3％と最も多く、次いで「10 人以下」が 17.5％、「41－60」人が 16.5％

であった。 

 また、同月の相談支援を行った実人数をみると（図 19－２）、「10 人以下」および「21

－40」人が 29.1％で最も多く、次いで「11－20」人が 18.4％、「41－60」人が 6.8％とな

っていた。 

 そして、同月の相談件数は図 19－３のようであったが、表 19「相談件数の数え方の例」

に一部抜粋して示したが、相談件数の取り方が統一されておらず、単純に計算することは

できない状況であった。そのため、この図 19－３は参考値としての記載である。 

 

図 19－１ 相談延べ人数 
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図 19－２ 相談実人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 19－３ 相談件数（参考値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 19 相談件数の数え方の例 

 

１)－１．問題別に件数を数える 

○同じ利用者の方が項目の違う相談をした場合は別々に載せる。 

○同じ利用者でも問題が別であれば１件とする。 

○１度に２件の相談の時は、別々の項目で１件ずつ２件としている。 

○一人の利用者の方より２～３項目に該当する相談の場合、項目ごとに１件とする。 

○利用者が来られて主訴を１件と数えるが、同じ時に他の項目があった時は別々に件数に

入れる。 

○窓口の手続のことで聞きに来た場合、日常生活用具のとき、身障・福祉１件。他に近隣

の同じ聴障手話通訳者とのつきあいのことで相談があった場合、人間関係に１件として

一人２件の相談があったことになる。 

○同一人者から同時に複数の相談があった場合、内容によって（精密検査の結果が病院か

ら送付→内容を説明→再検査を要する内容であれば医療相談へ移行して対応）項目を分

ける。 

○内容の違いによって分けて１件とする。 

○内容によります。例：コミュニケーション(代筆､通訳申請)１件、上記のように日常生活

用具１件､保護課相談１件ということもあります。住居関係でも､近所トラブル等は人間

関係１件､立退き＝住居１件という時もある。 

○同じ利用者からの相談で、介護を受けたい､生活援助の申請をしたいとあった時、介護１

件、生活１件。 

29.1 18.4 29.1 6.8 1 11.7

1.9 1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10人以下 11-20 21-40 41-60 61-80 81-100 100以上 無(効)回答

22.3 11.7 18.4 14.6 10.7 2.9 10.7 8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10以下 11-20 21-40 41-60 61-80 81-100 100以上 無(効)回答
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○同じ利用者から一度の機会に話されたことであっても、複数の事柄(別内容)があれば、

それぞれ１件(別個に)として扱う。 

○同日に同じ利用者から内容の異なる相談があった場合､それぞれを１件として処理する。

○同じ利用者が朝昼２回来所した場合、話される内容が同じであれば１件。別の内容であ

れば朝１件、昼１件（その他）としてとる。 

○同じ利用者でも内容によって項目を分ける。 

○同じ利用者でも相談内容が違っていれば１件として扱っている。 

○一度の相談で､転職相談・年金相談があれば各１件とする。職場改善問題(相談)・転職問

題(相談)があれば、労働２件とする。ＦＡＸでやり取りする場合、送信１件・受信１件

としている。 

 

１)－２．問題別に件数を数える（職場の分類に合わせる） 

○相談内容の項目が分けられた表があるのでその内訳ごとにカウントしている。例えば、

こちらで使っている内訳表には「生保」「日常生活」という項目はないので、生保→生

活、日常生活用具→生活となります。つまり、同時に生保と日常生活のお話があれば１

件。別の日だと２件となる。 

○職場での区分にあわせて、内容がかわれば１件ずつ多くなる。 

○同じ利用者から一度の面接でいくつかの相談があった場合、分野（内容別）にカウント

している。 

○相談内容に応じて項目別に１件としている。夫婦で相談に来所の場合は、利用人数２、

相談件数１としている。 

○相談項目別に１件とする。相談方法（面談・ＦＡＸ・メール・電話）別に集計している。

○相談区分別に集計。相談に関わる FAX 等、関係機関との連絡などは集計せず。 

 

２) 窓口に来た人数で数える 

○複数の相談であっても一人の相談で１件とする。 

○窓口にきた数。相談内容が沢山あっても１件。 

○１度の相談で１件とカウント（主目的）。日常生活用具等の申請等窓口対応は相談にカウ

ントせず。 

○１度の相談で内容に関係なく１件としている。但し、申請手続きのほかに病院同行等は

それぞれ１件別々にカウントしている。 

○１度の相談で複数の相談を受けても１件と数えている。 

○一度の相談を１件と計算する。 

○件数のつけ方に明確な基準はなし。来談者一人を１件とカウントする。「摘要」欄に相談

内容を記入。 

○相談者１名につき１件（項目は相談の中で主なものにする）。 

○１回の相談は１件とカウントする(時間や内容に関係なく）。 

○１回の相談は時間の長さに関係なく１件とする。 

 

３)  主目的で件数を数える 

○１人の相談者の主な相談内容､１件としてカウントしている。 
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○個別相談を細分化していないので、１回１件となる（主な項目に入れる）。 

○一度の相談の中で重要なものを絞って１件、２件にする。あとは記録で支援経過を書く。

○主たる用件で１件。 

 

４) 相談員の判断による 

○内容（量）によってどれに１件入れるか判断する。 

○内容重視・10 分以上の相談→報告書に記入。 

○２種類以上の内容の場合、比重の大きいほうでカウント。 

 

５) 通訳と兼ねる場合 

○相談内容によって保健師につなげ通訳した場合は通訳１件を加える。 

○学校で通訳をした後、家庭内の問題の相談があれば、教育１件、家族関係１件。 

○仕事をしたいという相談を受け、雇用相談員との相談通訳後、途中で一般就労はむずか

しいと福祉作業所へ同行通訳した。→仕事１件、支援費１件。メールでの相談も１件、

病院での受診通訳、学校の先生との面談通訳→通訳も１件。 

○手話通訳と相談とを分けていないため､上記には通訳のみの業務も含まれる。一度の相談

で複数の項目が含まれる場合は最も大きな内容のみでカウントしている。 

○手話通訳業務の中での相談支援のため、相談としては件数を数えていない。 

 

６) １時間＝１件 

○今回は一人相談内容で１件としていますが、行政報告については、１時間１件の数え方

をしている。 

 

 なお、相談件数を相談内容別に把握する予定であったが、上記のように、相談件数の取

り方が統一されていなかったために、今回は、相談内容について集計することができなか

った。これは、今後の検討課題として残された。 

 

（20）相談依頼者（相談経路）（上位５つまで複数回答） 

 相談や支援の依頼をどこから受けているかについて、一番多いものから１～５間での順

位を付けていただいた。その結果明らかになった相談依頼者について、上位５つまでで選

択された結果をみると（図 20－１）、利用者「本人」が 87.4％、次いで利用者の「家族」

が 61.2％、「手話通訳者」が 54.4％、「福祉事務所」が 37.9％、「友人」が 35.9％と続いた。

聴覚障害の有無からみると（図 20－２）、「友人」（37.5％）や「手話サークル」（18.8％）、

「高齢者・障害者施設」（14.6％）では「聴覚障害」がやや多い一方で、他の項目では「健

聴」が多い傾向にあった。 
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図 20－１ 相談依頼者（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 20－２ 聴覚障害の有無と相談依頼者（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（21）相談支援の支援体制・条件 

 相談支援の支援体制や条件を把握するために、社会資源についての知識や支援体制など

について問うた結果（図 21－１）、「聴覚障害者が利用できる事業所を知っている」
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（80.6％）、「他職種に相談する」（74.8％）、「相談内容について先輩と相談する」

（78.6％）、「相談業務に関して支援してくれる人がいる」（74.8％）、「１人１人ケース記

録を作っている」（76.7％）、「他の職員もケース記録を見る」（67.0％）、の各項目ともおよ

そ７割となっている。それを聴覚障害の有無からみると（図 21－２）、「他の職員もケース

記録を見る」を除いて、「健聴」の方がこれら相談支援の条件を有している割合が 10％ほ

ど高い。 

 

図 21－１ 相談支援の条件（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 21－２ 聴覚障害の有無と相談支援の条件（単位：％） 
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（22）支援方法 

 2005 年度(平成 17 年度)に行った支援方法についてみると（図 22－１）、家庭訪問につい

ては 81.6％が可能であった。レクリエーションや話合いの場や学習会の提供という聴覚障

害者のグループワークや当事者活動の場を作っていた割合は２割から４割弱であった。ケ

ース会議の主催や他機関の会議への参加、事業所等との打合せ、行政計画への参加という

他機関との連携・調整を行った割合は 17.5％から 46.6％であった。手話の普及、広報啓発

活動など聴覚障害者の抱える問題を一般市民に理解してもらう取り組みは５割から６割程

であった。ただし、実際にどのような問題があるのかを調査した割合は 20％ほどであった。

聴覚障害者が利用できる事業を創設した割合は 22.3％であった。 

 これらを聴覚障害の有無からみると、「聴覚障害」では聴覚障害者が話し合う機会を作る

こと（29.2％）、他機関の会議に参加したこと（47.9％）、生活問題の調査をしたこと（22.9％）、

がやや多くなっている一方で、「健聴」ではその他の項目（家庭訪問、レクリエーションの

機会づくり、学習会の開催、事業所との打ち合わせ、手話の普及、広報・啓発活動、事業

の創設等）でやや多くなっていた。 

 

図 22－１ 支援方法（単位：％） 
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図 22－２ 聴覚障害の有無と支援方法（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、支援方法の具体例として一部典型例を抜粋すると、以下のようなものが記入され

ていた（表 22）。 

 

表 22 支援方法の具体例（抜粋） 

１) 聴覚障害者同士が話す機会を作る／レクリエーションの機会を作る 

○聴覚障害者の支援をもとにＮＰＯ法人を作り、コミュニティービジネスで飲食店を開い

ている。聴覚障害者が集まっている時に、テーマを投げかけ話し合ってもらっている。

○高齢ろうあ者の交流会：難聴の母親育児グループ・難聴者対象手話学習（コミュニケー

ション支援）手話学習を目的に来られ同じ障害者と会話や悩みなどを話す場となってい

る。 

○2003 年度(平成 15 年度)の途中から、ろうあ者の生活習慣病予防対策の一環として「ろ

うあ者の交流会」を 2005 年(平成 17 年)３月まで毎月開催。2005 年(平成 17 年)４月か

ら市ろう協会のヘルパー資格を持つ方を中心にさらに内容を充実させた「ろう高齢者の

ミニデイサービス」として取り組んでいる。 

 

２) 学習会や話合い 

○窓口に問合せのあった問題について、問合せが多かったものを取り上げ、聴覚障害者を

集めて会を開いた。自立支援法勉強会、介護保険制度勉強会、地域盲ろう者団体の代表

者研修会 

○コミュニケーション支援事業（含地域生活支援事業）学習会。地元聴覚障害者団体の役
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員会との話し合い。手話講習会講師会議 

○当方の事業である「くらしセミナー」で月に１回情報提供。ペイオフ・認知症・生活習

慣病・警察による詐欺予防・住宅改修とリフォーム詐欺・薬の知識など 

 

３) 行政施策への参加 

○やさしいまちづくり策定：手話通訳・要約筆記などのコミュニケーション支援事業のう

ち、派遣事業について、県内市町村の福祉課担当者に対し説明会を行なった。計画策定

や委員会等の会議には参加していない。 

○ユニバーサルデザインに係わる基本懇談会委員。滋賀医科大学、滋賀大学、龍谷大学、

滋賀県による地域後見シンポジウムに参加 

○ユニバーサル・バリアフリー公園作りのモデル地域に当区が当り、市の公園策定計画の

段階から地域住民も集めてプロジェクトを組み、各障害当事者メンバーの聴覚障害の立

場で委員会に出席。音声案内をデジタル表示や文字版等の提案をした。 

 

４) 地域社会への周知、広報・啓発 

○①地元協会ニュースの発行、県人権教育研究協議会のフォーラム討論者 ②市町村新任

福祉職員対象の研修会講義 ③協議運営課人権教育・啓発研修会講義 ④社会福祉士実

習生指導 など 

○民生委員の会議にて聴覚障害者について話した。・公民館（市内全館）を障害福祉課担当

者とまわり、パンフ（相談室）配布や聴障について話す・市消防団へ聴障者と出向き、

手話指導及び聴障者について話す（災害時を中心として）・介護保険事業所が集まる会

に出向き、聴障者+高齢について話す。 

○ろう高齢者ミニデイサービスのシンポを開催し、約 300 人の方が参加され、ミニデイの

活動について市民に伝え、関心を高めていただいた。 

○障害者自立支援法について。コミュニケーション支援事業に関する請願書を 8/24 市長に

出して、8/28 文教福祉委員会にて請願説明した後、委員会より市へ承認。10 月以降も

現行通り継続との回答あり請願書提出は不要となった。 

○毎年の５月：手話入門講習会の打ち合わせ。2006 年(平成 18 年)の８月頃：障害者自立

支援法の要望書を提出した。市役所の福祉課：障害者自立支援法の説明会について。県

身体障害者ろうあ者相談員の業務委託書の為(委託期間３年)。 

 

５) 生活問題や福祉サービスなどについての調査 

○地域聴覚障害者に対して緊急時の対応について調査。・視覚・聴覚重複障害者へアンケー

ト調査。・地区各市町へ手話関係事業実態調査 
○緊急時の連絡先や困っている事など、また受けたいサービスがあるかどうか等、自宅訪

問し伺った。 
○ろう高齢者生活実態調査 
○家庭訪問を定期的に実施している（市役所へ来ないろうあ者が主な対象者）。 
○盲ろう者実態調査（報告書あり） 
○医療機関における手話のできる医師､看護師がいるかどうかの調査を行った。 
○災害時に､被害状況や障害者問題などについての調査を行った。 
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○特別養護老人ホーム開設に伴うニーズ調査 
○ろうあ高齢者の調査。一般の作業所に通うろう聴覚障害者のニーズについて 
 
６) サービスの創設 

○盲ろう者が利用するためにガイドヘルイパー制度にろう協が登録する形を作った。 

○私が相談員になった頃は地域に４サークルしかなかった。郡部にいる聴覚障害者のより

どころとなるように考えて、一つの村や町に１サークルずつを結成したいと 16 年前か

ら取り組んできた。各町村にできたサークルを 10 年前にネットワーク化して、昨年特

定非営利活動法人を作った。 

○ＦＡＸによる緊急通報制度（消防署による救急等）。・手話奉仕員研修（兼手話通訳養成）・

手話通訳現任研修 

○聴協会主催ボランティアほほえみ会（重度障害者等）設立 

○2004 年(平成 16 年)に国立がんセンター宿直室に FAX を設置してもらった。 

○①土曜日夜間開館について、第１・３土曜の午後５時閉館を午後９時閉館までにし、利

用者の利便を図った。②ＦＡＸ１１９による緊急手話通訳者派遣の制度をスタート 

○市身体障害者福祉協会事業より、老若男女の聴覚障害者が啓発や情報提供などの学習を

しながら交流を深める､｢ふれあい会｣が実施しています｡別に｢陽だまりの会｣はホーム

ヘルパー１級の資格を取得した聴覚障害者のスタッフが､特に高齢者対象に生活支援な

どの独自事業を実施している。 

○｢耳のこと何でも相談｣の実施(定期)。 毎月第１火曜日はーもにぃ(障害者生活支援セン

ター）。毎月第３火曜日巡回相談(老人福祉センター等) 

 
４．調査結果のまとめと考察 

 以上、アンケート調査結果の概要を見てきたが、ここでは、それらのなかから重要な点

を確認し、ろうあ者相談員の抱える問題点や課題を明らかにしておきたい。 

  

（１）相談員の特徴 

聴覚障害者と健聴者の割合はおおよそ半々の状況であった（聴覚障害 46.6％、健聴

52.4％）。ただし、本調査で分析した対象者は、ろうあ者相談員として連盟に登録されてい

る方であるため、実際よりも「聴覚障害」の割合が多くなっている可能性がある。しかし、

およそ「聴覚障害」と「健聴」との割合が半々となったため、「聴覚障害」と「健聴」で比

較検討するのに、判別しやすい調査結果となった。 

 年齢について、全体でみると 50 歳が年齢の中間点となっており、社会福祉業務の一般的

なイメージよりも、ろうあ者相談員の年齢構成はやや高いと考えられる。また、「健聴」は

40 代・50 代が「聴覚障害」の 40 代・50 代に比べて多い傾向にあるが、「聴覚障害」は 30

代、60 代が「健聴」の 30 代、60 代に比べて多い傾向にある。 

 性別について、全体でみると女性が 72.8％を占め、女性が大半を占めている。これにつ

いては、まず、勤務条件の約７割が嘱託や非常勤の職員となっていることと関連している

と考えられる。また、「聴覚障害」と「健聴」と比べてみると、「健聴」では女性が 87％で
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あるのに対して、「聴覚障害」では女性は 56.3％と、約半分となっている。「健聴」の場合

には、手話通訳業務と兼務していることも多いと考えられるが、その手話通訳の圧倒的大

多数が女性によって担われているために、「健聴」のろうあ者相談員でほとんどが女性とな

っているとも考えられる。一方で、「聴覚障害」では、聴覚障害者協会の役員をしている方

や定年退職をされた方が、相談員となることも多いため、比較的年配の男性が多くなって

いるのではないかと考えられる。 

 

（２）コミュニケーション手段 

 コミュニケーション手段をみると、「手話」が 100％となっており、手話ができることが

ろうあ者相談員として最低限必要であることを裏付けている。 

 その手話の程度は、専門的な内容を手話で表現したり、読み取りをする力が求められる

ことが 67.0％と多いことも明らかになった。これは相談の内容が、医療や介護保険や年金

等福祉制度や教育制度、就労上の問題等、法律や制度に関わる内容になるためだと考えら

れる。 

ただし、実際の相談支援の現場では、手話だけではうまく伝わらないこともあり、手話

のみならず、筆談が 81.6％となっており、ほとんど手話と併用して筆談が使われているこ

とが分かる。その他にも、触手話や指点字、身振りやホームサイン、絵・図等、それぞれ

の聴覚障害者に合わせて、複雑な制度の内容を多様なコミュニケーション手段を通して、

聴覚障害者の情報提供や相談支援を実施していることを読み取ることができる。 

 

（３）社会福祉の専門性 

 本調査の中でも重要な質問項目の１つであった、「所有する社会福祉の資格」をみると、

最も多いのが「社会福祉主事任用資格」の 36.9％である。社会福祉主事任用資格は、行政

の福祉事務所において「生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身

体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を

行うことを職務とする」と社会福祉法で定められており、基本的には行政業務に携わるた

めの「任用資格」である。ただし、社会福祉主事任用資格は、一般の大学で教育学や法学、

経済学、犯罪学、倫理学、社会学、心理学等の社会福祉の科目でないものも含めて指定さ

れた３科目以上の単位を取得すれば得られる資格となっている。そのため、現在では、こ

の資格をもって社会福祉の専門性の有無を判断することが難しい。 

また、「健聴」の半数以上が取得している「登録手話通訳」（63.0％）や「手話通訳士」

（53.7％）については、それぞれ３割前後となっており、全体の割合としても多い。これ

らの資格は、手話通訳のみならず、聴覚障害やそれに関連する生活問題等についての講義

も受講した上で、資格を取得しているために、行政関係者には相談業務も担うことができ

ると思われていることが多い。もちろん、手話通訳の資格取得者がすぐれた相談支援をし

ているところもある。しかし、手話通訳の資格は、手話通訳技術の質を保証するものであ

って、相談業務の質を保証するものではない。通訳と相談支援とは基本的に別のものであ
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る。相談支援の質を確保するためは、相談支援のための資格認定が必要である。 

そして、社会福祉全般の専門的な相談支援業務に直接に関わる国家資格である「社会福

祉士」の資格を所有している方は 7.8％であった。聴覚障害者の福祉の向上のための施策

の一環として位置づけられるろうあ者相談員には、社会福祉士の資格取得が望まれること

は言うまでもない。しかし、実際にはろうあ者相談員の「社会福祉士」の取得率は１割未

満である。ただし、社会福祉士は、聴覚障害に関する専門的な学習や最低限必要な手話に

よるコミュニケーション技術の取得等が求められておらず、聴覚障害者の生活問題に必ず

しも対応できるとは言えない。聴覚障害について理解し、手話ができ、かつ、社会福祉士

を取得することが望ましいが、国家資格であるがゆえに、資格取得はかなり難しい。聴覚

障害者の生活問題に関わる専門的な相談支援の知識と技術を担保する明確な資格条件の整

備が必要であろう。 

 

（４）勤務条件 

 先にも見たが、ろうあ者相談員の勤務条件として正規職員は３割に留まっており、ほと

んどが嘱託や非常勤といった非正規の職員となっている。このことは、ろうあ者相談員の

賃金水準や有給休暇や研修など雇用の安定や各種の保障がなされていない証左である。ま

た、それのみならず、職場内における職務権限（たとえば、政策形成への関わりや職務上

の決定等）も、非正規職員であるがゆえに、かなり制約された状況におかれていると考え

られる。これらは、柔軟な対応が迫られる聴覚障害者の生活問題への対応に際して、相談

支援活動の範囲がかなり制限されると考えられる。 

 また、勤務形態については、相談員として「専任」で業務をしている人は 42.7％であり、

56.3％は他の業務と「兼務」をしている。そのため、相談業務に専念することが難しい勤

務状況におかれている。特に、兼務の場合に、相談支援業務の割合を尋ねた質問の回答を

見ると、約半数の人が全業務に占める相談支援の割合が 40％以下であり、そのうち約３割

の人が相談の割合は 20％以下であった。 

 そして、１週間の勤務時間を見ると、正規職員であれば 40 時間以上は働いていると考え

られるが、非正規職員が多いため、39 時間までの人が 57.4％を占めている。最も多いのは

30 時間（31.1％）である。29 時間以下も 15％ほどおり、そのなかでも 10 時間以下の勤務

実態の人もいる。ろうあ者相談員の勤務時間は、単に勤務が短いということを示している

だけでなく、聴覚障害者の相談を受け付けている時間、その相談に対応する時間をも示し

ている。聴覚障害者の生活問題は、短い勤務時間に必ずしも対応できるとは限らない。 

 さらに、勤務先に同じ職種の人が何人いるのか尋ねたところ、０人が最も多く、37％で

あった。ろうあ者相談員の勤務先を見ると、都道府県庁と市町村役場で半数を占めるが、

実態としてろうあ者相談員が設置されているところは都市部が多いため、都道府県であれ

ば各支庁に、大都市であれば各区に配置されることが多いために、同じ職種が複数配置さ

れていることになっている。しかし、１人職場のところも多く、このような勤務先の場合

に、聴覚障害者の相談業務を休止させることなく、研修や休暇、外勤業務等を確保できる
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のか不安がある。実際に、外勤業務ができないとしている相談員は約１割存在しており、

聴覚障害者の抱える問題に合わせた柔軟な対応ができるのか疑問の余地がある。 

 相談業務の充実のために、このような勤務時間などをどのように考えるのかも、勤務条

件との関わりのなかで検討の余地があるだろう。 

 

（５）相談支援の状況 

 相談支援の状況については、１ヶ月間（2006 年７月）の相談実人数をみてみると、「10

人以下」が 29.1％、「11 人から 20 人以下」が 18.4％と、半数近くが 20 人以下となってい

る。１ヶ月の相談としてはこの人数は少ないように思われるが、これは先に見た勤務条件

の制約とも関わっていると考えられる。 

なお、相談件数については、勤務先等によって相談件数の数え方が異なっており、単純

に全体を合計して傾向をみることは誤解を招く結果となる。また、今回の調査では、相談

の分類が異なる場合、調査回答が得られにくいということと、相談内容をどのように分類

しているのかも分析する予定であったことから、それぞれの勤務先の相談内容の分類を検

討するつもりであるが、今回の報告書には間に合わなかったため、最終報告書で考察をし

た結果を掲載するようにしたい。 

 また、相談の依頼者を見ると、もちろん「本人」や「家族」からの相談依頼は多いので

あるが、その他にも様々な相談経路があることが分かる。特に、本人、家族に続いて、「手

話通訳者」があることは興味深い。手話ができるということで、手話通訳者にはいろいろ

相談を持ち込まれることも多い。また、通訳業務のなかで相談支援が必要になり、ろうあ

者相談員につなげられることもあるだろう。なかには、手話通訳と相談業務を兼務してい

ることからこのような数字が挙がっているのかもしれない。このような手話通訳と相談支

援との関係を明らかにする必要がある。 

 そして、聴覚障害者の支援に関わって、事業所の知識や他職種や相談業務の支援をして

くれる人がいるか、きちんとケース記録を作成しているかなど、相談支援の条件を見ると、

８割近くの相談員がこれらの条件を満たしているということであった。しかし、逆にいえ

ば、およそ２割以上の方がこれらの条件を満たしていない状況にあるということでもある。

相談業務の充実と向上を図るために、これらの条件を満たせるよう改善を進める必要があ

るだろう。 

 さらに、支援方法についてみてみよう。聴覚障害者の生活問題は多様であり、ろうあ者

相談員には様々な問題が持ち込まれる。したがって、その対応の仕方も様々であると言え

る。特に、聴覚障害の場合、コミュニケーションや情報が不足していて、孤立感にさいな

まれたり、物事の判断が難しかったり、間違ったりすることもあるだろう。そのためには、

聴覚障害者同士の横のつながりを作ったり、学習会等を通して、問題を長期的に解決して

いくことも考えられる。また、高齢で介護が必要になったり、他の障害との重複障害によ

って障害者福祉サービスの利用が必要になったりすることもあるだろう。その場合には、

介護保険や障害者福祉施策の利用のために、様々な機関や事業所とのケース会議や打ち合
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わせ等も必要になってくるはずである。さらには、聴覚障害の問題を明らかにするための

調査活動や、手話の普及活動、行政計画における聴覚障害者の立場からの施策の改善の要

求なども考えられる。しかし、実際には、これらの支援をしている相談員は、３割前後が

多く、あまり実施されていないのが現状である。 

 聴覚障害者の生活問題への対応については、その聴覚障害者個人のカウンセリングや関

係先との調整で解決することもあるが、多くの場合、そのような問題の発生を予防したり、

聴覚障害者の暮らしを改善していくためには、このような広い視点からの支援方法を検討

し、実施していかなければならないだろう。単に机で待って話を聞くだけの相談のみなら

ず、聴覚障害者のための相談支援の専門家として、広い分野での活躍が期待される 

 

（６）さいごに 

 なお、これらはまだ調査結果の分析の中間報告であることを付け加えておきたい。相談

件数や研修状況、自由記述回答など、アンケート調査の質問項目の回答で、今回報告でき

なかった諸点も含めて、次年度にはさらに詳細な分析を行い、報告書にまとめることにし

たい。 

 

第２節 ヒアリング調査による現状把握 

 
１．調査目的・方法 

＜ヒアリング実施地域：愛媛県、札幌市、埼玉県、長崎県、川崎市で実施した＞ 

 作業委員会では、全国のろうあ者相談員を対象にアンケート調査を行ったが、アンケー

ト回答の内容をさらに深め、聴覚障害者に対する専門的な相談支援の必要性を探り、聴覚

障害者福祉士（仮称）という資格創設につなげるために、ヒアリング調査を実施した。 

 実施した地域は、愛媛県、札幌市、埼玉県、長崎県、川崎市の５ヶ所である。 

 愛媛県は地方都市において聴覚障害者の総合的な相談支援を手話相談員として健聴者が

実施、札幌市は区職員（非常勤）としての配置で全員が聴覚障害者、埼玉県と川崎市は聴

覚障害者情報提供施設としての実績が長く、聴覚障害者と健聴者それぞれの相談員が配置

されていること、長崎県は離島在住のろうあ者への相談実績があるという、特色をそれぞ

れ持っている。 

 実施方法は、2006 年（平成 18 年）11 月 29 日の愛媛県からはじまり、2007 年（平成 19

年）１月 23 日の川崎市までで、作業委員会担当委員がそれぞれの相談支援事業所を訪問し、

面接聞き取りにより行った。 

 報告の柱としては、各地域における 

１．身分や勤務条件など 

２．アンケート調査を深めることからみえてきたもの 

３．聴覚障害の特性をどうとらえるべきか 

４．聴覚障害者に対する相談支援の専門性をどう考えるべきか 
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５．聴覚障害者福祉士という資格創設についてどう思っているか 

 にわけて、報告を進めていきたい。 

 

２．調査結果 
（１）身分や勤務条件などについて 

＜職名、身分、勤務形態が異なり、社会的認識と地位が未確立のため国による制度化が求

められている＞ 

アンケート調査結果分析や 2007 年（平成 19 年）１月 29 日～31 日に開催された本事業

の研修会でも問題提起されたが、各地の相談員の名称がまちまちである。愛媛県は手話相

談員や聴覚係長、札幌市はろうあ者相談員、埼玉県は聴覚障害者相談員、長崎県は言語聴

覚障害者相談員やろうあ者相談員、川崎市はろうあ者相談員や事業コーディネータとなっ

ている。愛媛県の聴覚係長というのは、視聴覚障害者情報提供施設の中の職名で、相談支

援業務は兼務として行っている。川崎市の事業コーディネータも、情報提供施設の中で、

様々な事業を調整する担当でおなじく相談業務は兼務である。他は、職名に相談員という

名称がついてはいるが、まちまちな名称となっている。その背景には、聴覚障害者に対す

る相談業務に関する公的な資格制度がないことがあげられる。このため、聴覚障害者に対

する相談業務に従事している者の社会的な認識と地位が確立されておらず、名称の統一が

必要と思われる。 

 勤務条件については、相談業務が確立されている地域を選んだため、さすがに正職員が

多い。札幌市は区の職員となっているが、非常勤である。長崎県はろう協会の職員と兼務

で市の障害者福祉センターに嘱託で勤務している。地方でがんばっている方ほど、長崎県

のような勤務条件が多いのではないかと思われる。他の地域は情報提供施設の職員であり、

情報提供施設の存在が相談員の勤務条件を整えている形になっている。 

 札幌市は正職員化を要求してきたが、この過程で正職員は相談業務に専任できないこと

や異動があることも課題として指摘された。聴覚障害者に対する相談支援業務に従事する

専門職として制度的に確立されたら、身分保障の確立へとつながると思われる。 

 埼玉県と川崎市は、情報提供施設としての機能がきちんと整っているという理由から選

んだ地域だけあって、運営面や、職員間での情報の共有や連携がきちんとなされている。 

調査に協力してくれた 12 人のうち、国家資格（社会福祉士）を有している者は二人い

る。 

 

（２）アンケート調査を深めることからみえてきたもの 

＜相談件数について：カウント方法が異なり、この統一が必要とされている＞  

アンケート調査回答をもとにさらにヒアリングで調査した結果、地域ごとに様々な特色

を持った事業実施形態や、それに伴う悩みなどが見えてきた。 

 アンケート分析の時にも問題になったが、相談件数の数え方が地域ごとに異なり、件数

をまとめても意味がないのではないかという意見が出たことがある。このことは非常に重
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要なことで、件数の数え方を統一することで、全国の相談実績を比較することができるよ

うになり、相談業務の専門性を高めることにつながる。 

 

 ＜相談内容について：多用な業務形態で相談内容も幅広いが、これは、社会資源が少な

いことが反映していると思われる＞ 

相談内容については、どの地域も幅広く対応していることがわかる。聴覚障害者に対す

る相談業務は、本人の生活全般につながっていくことが多い。福祉事務所でのケースワー

クよりも一層密接な関係を持って業務を進めていることがわかる。それに見合った勤務条

件になっていないのが問題であり、また、社会資源の少なさがこのような幅広い業務実施

を強いている一つの理由となっていると思われる。 

 事業実施の方法として、埼玉県では、クライアントが相談員を選ぶことが出来るという。

また、福祉圏域での巡回相談を実施している。長崎県は、島嶼地域への巡回相談を実施し

ているが、予算の面で苦しいという。札幌、埼玉、川崎では、ケース記録をとり職員間で

連携もなされている。 

 埼玉や川崎は相談業務の実績が長い地域ということで、ケース記録をクライアントに見

せながら相談をしているかどうか聞いてみたが、これはやっていないが、図や表などを多

用して本人にわかりやすいようにすることは心がけているということである。 

 まだまだケース記録などをクライアントに示すという方法は一般的ではないのだろうが、

本人から開示要求があった場合は開示しなくてはいけないものであるから、ケース記録を

クライアントと共に作成していくというやり方も今後は必要となってくるだろう。 

 川崎では、相談業務を通してデイサービスなどに広がっていることが回答を通してわか

る。このように、ケースワークからグループワークへ広がり、さらにコミュニティワーク

などに発展していくことは、ソーシャルアクションの面からも非常に評価できる。 

  

（３）聴覚障害の特性をどうとらえるべきか 

＜特性について：共通項は｢コミュニケーション」､全国的事例の収集と分析で､より明確に

できるのではないか＞ 

 聴覚障害者への相談支援の専門性を考えるとき、聴覚障害の特性をつかむことが必要で

ある。ただ、聴覚障害の特性を一言であげるのは不可能なことであるし、ケースの個別性

を軽く見ることにつながりかねないので注意を要する。１月の研修会でも、「聴覚障害の特

性とは」というテーマでの分科会があったが、結局はまとまらず、事例のつみかさねによ

って、聴覚障害者に対する相談事例の傾向を見ていくことが必要という結論になっている。 

 ただ、今回のヒアリングでは、どの地域も一様にあげているのは、やはり、「コミュニケ

ーション」に関わることであった。ここでいう「コミュニケーション」とは、手話通訳を

介することによって情報が得られるというコミュニケーションという以上の意味を持って

いる。生活問題を抱えているろうあ者の場合、その多くが、手話を含めた言語理解力が十

分でなく、社会対応力も弱い。こうした、ろうあ者の成育歴をつかんだ上での「コミュニ
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ケーション」と捉えないと、「聴覚障害者のことを知らない相談員が手話通訳を介して相談

を受ければいいだろう」という間違った理解につながってしまう。 

 相談ケースの事例を一つでも多く集め、これを体系的に分析することによって、ここで

出された「コミュニケーション」という意味が明らかになってくると思われる。 

 

（４）聴覚障害者に対する相談支援の専門性をどう考えるべきか 

＜専門性について：現場の経験と蓄積を科学的に学べるしくみを創ることが求められてい

る＞ 

 ここでも、コミュニケーション対応能力をあげている。ただ、聴覚障害の特性のところ

でも説明したように、表面的な意思疎通ができるだけではもちろん足りない。ヒアリング

協力者の回答を見ると、聴覚障害者がもっているストレスをうまく引き出せる、説明能力

（これは、本人向けと一般社会向けがある）、クライアントが常識的な意思表出をしなくて

も批判的にならず一緒に聞き学ぶ、本人に合わせる、などがあげられている。 

 現場の中で、生活問題を抱えているろうあ者に対して、対等の立場で必死になって、そ

のろうあ者が自立しようとしている努力を支えていこうという気持ちが伝わってくる。 

 他には、制度の学習、他機関との連携、などが回答として出されているが、専門的に対

応する場合、当然のことである。 

 こうしたコミュニケーション能力やその他の専門性を身につけることは、簡単ではない。

ヒアリング協力者は長年の現場実績から蓄積してきたのであろうが、今後はこうした専門

性を科学的に学ぶことができるような仕組みを作る必要がある。 

 

（５）聴覚障害者福祉士という資格創設についてどう思っているか 

＜資格創設について：専門性、社会的認知の担保として必要だが、現国家資格との関係で

はさらに議論と啓発が必要である＞ 

 必要性を否定する声は皆無であった。が、かなりのとまどいを見せている人もいた。ヒ

アリング実施地域であってもこのような状況であるから、全国的に見るとさらに不安が大

きいと思われるので、今後、資格創設についての議論などを盛り上げていく必要がある。 

 必要とした理由で多かったのは、やはり、専門性の裏づけとするものである。そして、

ろうあ者相談員の社会的認知を高めるためという回答もあり、委員会での資格創設の方向

と一致している。 

 ただ、では、聴覚障害者福祉士（仮称）のレベルをどこにおくかということになると、

社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格との関係や、そもそもこの資格創設の考えが

出たのは、現在の相談員の質の向上をはかることと社会的な認知をもとめていくことであ

ったことを合せて考慮し、慎重に論議を進めていかなくてはならない。 

 

３．考察 

＜来年度の方向性について：聴覚障害者の特性調査のため事例を多く集め、整理・分析す
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ることによって一定の方向を提示したい＞ 

 ヒアリング調査回答から、各地域の相談員が、様々な勤務条件の中で、聴覚障害者の相

談支援に真摯に取り組んでいることが明らかになったと思う。 

 作業委員会では、ろうあ者相談員の置かれている現状をつかむことを本年度の課題とし

た。そこで、アンケート調査とヒアリング調査を実施したわけであるが、ヒアリング調査

においても、ろうあ者相談員の質を高め、ろうあ者相談員の社会的な認知を広げていく必

要があることなどがわかってきた。そして、そのためには、きちんとした研修や試験など

による、資格創設が求められている。 

 来年度は、今年度の結果を受けて、聴覚障害の特性について調査を進めていくことにな

っている。先にも書いたように、聴覚障害の特性を具体的に示すことは不可能であり、個

別性を軽く見ることにつながる。そこで、相談事例、相談ケースを一つでも多くあつめて、

その傾向を整理・分析することで、聴覚障害者に対する相談業務の一定の方向を示すこと

ができるのではないかと思っている。 

  
 



ヒアリング調査まとめ

愛媛県 札幌市

調査日時 2006年11月29日（水）
13:00～16:30

2006年12月6日（水）
17:30～19:40

調査対象者 ●松山市社会福祉事業団・手話生活
相談員・健聴者・女性・社会福祉士
▲愛媛県視聴覚福祉センター・聴覚
係長・健聴者・男性・社会福祉主事
任用資格

ろうあ者相談員、各区保健福祉課
（10区）、専任、非常勤、社会福祉
主事、すべてろうあ者、女性。４
名。

アンケート調査の掘り下
げ（勤務条件などについ
て）

●初年度は嘱託で２年目から正職
員。残業込みで週48時間勤務。業務
割合は相談事業が90パーセント、残
りは手話通訳。福祉職でなく一般職
なので専門性がない。▲週40時間勤
務。最初は生活指導員でこの４月に
係長昇進したが部下がいないため、
現場勤務継続。

正職員になると専任できず異動とい
う問題が生じる。区ごとに相談員が
設置されていて、他の区の相談員に
相談可能。非常勤のため勤務時間は
９時30分～16時15分まで。(月曜日
のみ16時30分まで）ただし、超過勤
務となった場合、時間調整で対応。

アンケート調査の掘り下
げ（相談内容などについ
て）

●介護支援専門員資格取得、対象者
へのアドバイスや事業者との調整に
有効。病院とのつなぎや職安への同
行が多い。相談時間の上限は２時
間。ケース会議の参加者はケースに
よって異なる。▲直接の相談ケース
は少ない。市町村から聴覚障害者へ
の対応について聞かれる。

業務内容の幅が広い。他の職種の相
談は一定の枠、範囲が定められてい
るが、ろうあ相談の場合は、多様で
幅広い。

アンケート調査の掘り下
げ（事業内容などについ
て）

●研修費用は年７万しかないので嘱
託職員に行かせ自分は自腹。相談支
援事業の担当は社協だが手話対応が
できないためこちらに回ってくる。
▲情報提供施設事業の実施。視覚と
聴覚合同の交流サロンを実施、当初
は別々だったが予算削減のため。身
体障害者センターなどで手話対応で
きないケースが回ってくることがあ
る。ろう学校評議員会に関わってい
る。専門家相談事業も実施。

相談毎にケース記録を取っている。
他課や係りの職員、情報センターの
手話通訳者との連携も必要に応じて
行なっている。本庁、全区、視聴覚
障がい者情報センター、身障福祉セ
ンターにテレビ電話があり、居住区
のろうあ者相談員が不在の時はテレ
ビ電話を使って他区の相談員と相談
も可能。また、一般職と手話通訳者
を介して話し合うことも可能。

聴覚障害の特性について ●対象者の話を十分聞くことにより
共感を得られるが、この感覚が聴覚
障害者の場合コミュニケーションに
障害があるため健聴者に比べて少な
い。糖尿病の通院意欲のない対象者
の話を十分聞き、やりたいことを絵
に描く作業を通じて通院意欲を引き
出した。

受けてきた教育によって国語力が異
なる。そのため、聞える人の生活と
比較して多様なギャップ（同じ失敗
を繰り返す、ろうあ者仲間の話を信
じる、危機感がないなど）が生じ
る。

聴覚障害者に対する相談
支援の専門性について

●手話コミュニケーション力、信頼
関係構築力、聴覚障害の特性を周囲
に説明する力。一般向け相談員＋手
話通訳ではだめ。聴覚障害者が持っ
ているストレスをうまく引き出せる
なら、健聴者、ろうあ者どちらでも
良い。▲円滑なコミュニケーション
確保。社会福祉士との差別化をはか

コミュニケーション能力、説明能
力、ニーズ把握、多様な問題への対
応能力、クライアントの心理面を踏
まえた対応、社会福祉制度等の専門
知識、人間関係の調整、他機関との
連携。

聴覚障害者福祉士(仮称)
という資格について

必要かとは思うが、国の資格との整
合性を考えるべき。基礎資格として
社会福祉士や精神保健福祉士があ
り、その上に積み重ねていくという
形なのか。

ろうあ者相談員の名称は、他専門職
の場でも社会的知名度が低い。社会
福祉士とどう違うのか良くわからな
い面があるが、ろうあ者相談員が専
門職として認知され、待遇改善のた
めにも必要だと思う。
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ヒアリング調査まとめ

埼玉県 長崎県 川崎市

2006年12月8日（金）
10:00～12:00

2007年1月５日（金）
13:30～17:00

2007年1月23日（火）
10:00～11:30

埼玉県聴覚障害者情報センター 聴
覚障害者相談員

◆言語聴覚障害者相談員、長崎県ろ
うあ福祉協会、嘱託、兼務、女性、
ろう■ろうあ者相談員、長崎市障害
福祉センター、嘱託、専任、女性、
ろう、ホームヘルパー２級。

川崎市聴覚障害者情報文化センター
●ろうあ者相談員 社会福祉士 ○
事業コーディネータ

勤務時間は８時30分～17時15分、10
時半～19時15分、12時半～21時15分
の３パターン。相談担当職員だけで
なくすべての職員でローテーション
を組む。勤続23年と１年の正職員。

嘱託で長崎市14年、県の聴障協会に
15年勤務しているが、県の聴障協会
の事務局長との兼務、また長崎市
は、土日も相談を受けており、勤務
体制が疲労してきている。

情報提供施設。指定管理者制度によ
り社会福祉協議会に委託。運営は聴
覚障害者関係団体を含む運営委員会
で対応。正職員。一人は経験30年の
事業コーディネータで、事業の調整
をしている。

クライアントが相談員を選ぶことが
できる。経験年数で件数などに差が
つくことはないが、内容については
難しい内容は自然に経験の長い相談
員に回る。福祉圏域単位で巡回相
談。

■相談人数が長崎県17人長崎市68人
と差があるが、長崎市は相談員が休
日でも出先で行うことがあり、勤務
と休日の区別ができない◆県の聴障
協会の事務局と兼ねているので、実
際は時間的に動きにくい面もある
が、協会の資源やサークルなどの社
会資源は使い易い。相談内容は、金
銭トラブルが目立ち、特にろう者間
での貸し借りが多く、聞こえない集
団からの疎外を極端に恐れる傾向が
ある

手話コミュニケーションも困難な教
育も受けていないクライアントへの
就労定着や生活安定のための継続支
援。精神的に不安定なクライアント
への継続支援など。

職場内ではケース記録を含め、きち
んと連携がとれている。一度ケース
を担当したときは、その担当者が継
続してそのケースを担当する。ケー
ス記録を本人に見せることはない。

島が多いので空路や海路で行くが、
予算がないため年３回程度しか行え
ていない。費用確保のため奔走する
が、中々難しく、協会の行事を島で
行うなど駆使ししている。相談の必
要性・重要性を社会に理解してもら
う活動が望まれる。

職場での連携はきちんとしている。
ケース記録は見せていないが、図や
表や絵などを描きながら説明するこ
とは多い。災害時の対応などについ
て検討している。月一回のデイサー
ビスも実施。

コミュニケーションの面と社会性の
欠如・せまさ。相手に自分の困って
いることを説明できない。

島独特のコミュニティ（島民相互の
助け合いなど）を、共通言語がない
ためにうまく使えていない。未就学
で手話そのものを知らないるクライ
アントもおり住民とのトラブルも多
い。ろう者自身に力があっても、聴
覚障害を理解されないことから環境
が整備されていない。ろう者集団か
らの孤立を恐れる

コミュニケーション。生活対応力。

一般社会において常識的でないこと
をクライアントが主張することがあ
るが、こういうときこそ一緒になっ
てきちんと聞き、社会からともに学
ぶ。

クライアントに合ったコミュニケー
ションが表出できること。またその
クライアントに合わせたコミュニ
ケーションを共同して作り出す力が
必要。ろう教育など育ちの背景を押
さえる。制度の把握。専従が必要。
複数化。聴覚障害からくる心理の把
握。社会への発信。ろう運動の歴史

相手に合わせてきちんと聞くという
こと。

専門性の担保のために必要である。
将来的には社会福祉士、精神保健福
祉士、相談支援専門員という資格と
聴覚障害に関する専門知識を持って
いるという要件だと思うが、短期的
には現在のろうあ相談員の質を向上
させるということ。

ろうあ者相談員の認知度を高めるた
め、また質の担保に必要。これから
の若い人に対しては、既存の資格
（社会福祉士など）に聴覚障害関係
の知識が必要だと思うが、現在の相
談員に対してはどう対応したらいい
のかイメージがわかない。（連盟認
定の手話通訳者が近い？）

社会福祉士の資格を取得する前と後
では社会の対応が違う。30年の相談
経験を持っているが、これからは専
門的な資格の時代となるだろう。
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第３章 聴覚障害者に対するケアマネジメント 

 

第１節 はじめに 

 聴覚障害者の生活支援に直接・間接に関わる者にとって、「ケアマネジメント」の考え方

や方法を学ぶ意義は以下のように整理できる。①障害児・者福祉、高齢者福祉の分野に導

入されたケアマネジメントの政策的・制度的目的を正しく理解する。それにより②聴覚障

害児・者、高齢聴覚障害者の必要とする支援サービスを適切に提供されるよう取り組む。

支援サービスが困難な場合③適切な社会資源の開発を提言し整備する。④今後、ケアマネ

ジメントの資格を「ろうあ者相談員」等が取り、専門性をもって聴覚障害児・者、高齢聴

覚障害者の支援を行っていく。 
 現実問題として、聴覚障害児・者、高齢聴覚障害者が障害者自立支援法や介護保険法に

よる支援サービスが十分に受けられていない状況がある。また、障害者自立支援法や介護

保険法の施策の範疇にはおさまらない聴覚障害者独自の援助の特質、固有性、専門性につ

いて、早急に明確化し、必要な援助体系を構築していくかなければならないという課題が

ある。 
 

第２節 聴覚障害者の障害特性と援助視点 

１．聴覚障害の特性 

聴覚障害といった場合、障害の軽い難聴者から重度の難聴者、ほとんど聴力がなく言語

障害も伴うろうあ者、聴覚と他の障害を重複する障害者と、障害の程度や抱える困難、生

活ニーズは多様である。乳幼児期に聴力を失った場合、知的発達の遅れやパーソナリティ

の形成に制限が加わるので、特に言語獲得やコミュニケーション能力を高めるための援助

（聴能訓練・発語訓練・手話訓練・療育・学習支援）の提供が保障されなければならない。

中途で聴覚障害になった場合、感覚障害からくる喪失（感）が発生するので、心理的な支

援や相談、リハビリテーションが必要となる。 
他方、聴覚障害者は、コミュニケーションと情報の送受において困難があり、これによ

り日々の生活や就労、社会活動においてハンディキャップを負う。コミュニケーション障

害を補う手段として補聴器の使用や筆談、手話等が用いられるが、補聴器は静かな環境の

もとでしか使用できないこと、筆談は時間と労力がかかること、手話は手話を知らない人

とはコミュニケーションが取れないといった限界がある。これらの限界をふまえてコミュ

ニケーション保障や情報保障を行うために、磁気誘導ループや文字による情報提供、要約

筆記、手話通訳などの手段が用いられる。 
 

２．聴覚障害者への援助視点 

乳幼児期、学齢期に聴力を失った場合、療育や教育が適切になされないと言語獲得や学

習能力に制限が発生するため、知的発達の遅れが発生したり、人間関係がうまく作れなか
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ったり、社会活動にスムーズに参加できない状況が発生する。早期療育・教育、聴能訓練

や言語訓練が必要となる。 
青年期、成人期、高齢期に事故や疾病、加齢によって失聴した人々に対しては、カウン

セリングや相談、リハビリテーション講座等によって障害を受容することや、コミュニケ

ーション支援サービス等の社会資源を活用し、生活や社会参加を実現する援助、あわせて

適切な情報提供が行われることが必要となる。 
コミュニケーション保障や情報保障では、就学前、就学期、成人期、高齢期それぞれで、

先にみた手話通訳や要約筆記、補装具や日常生活用具等補助機器の活用によるコミュニケ

ーション支援が図られることが必要となる。また、聴覚障害者に対する、日常生活や就労、

社会活動の支援を行うための相談は、手話通訳等の活用も必要であるが、聴覚障害者のコ

ミュニケーション手段を共有する相談員が対応することも重要である。 
 

第３節 聴覚障害者とケアマネジメント －支援の留意点－ 

聴覚障害者は「聞こえない」という感覚障害を持つが、前述したようにコミュニケーシ

ョン障害、情報障害、心理的な抑圧や制限をあわせて有するので、これらの障害や困難に

対応した支援が必要である。あわせて日常生活や社会生活、社会参加に関する知識や態度、

方法について適切に学習・訓練する機会が重要となる。 
知的障害あるいは精神障害、他の身体障害などを重複する場合や、療育・就学機会が制

限された場合、周囲の環境によって長期に渡って自律した行為が制限されてきた場合（例

えば家族によって自己決定や行動が制限されること、あるいは家族への過ぎた依存、周囲

から差別や抑圧を受けることなど）には、本人に対しては①長期間・継続的な支援が必要

となること、②家族支援も重要となること、③社会資源を開発し、そのネットワーク化を

図っていくこと等を含め、後項で示すように④総合的な支援の展開が必要とされる。この

場合の支援は、聴覚障害者の自律能力を高めながら地域生活における自立を目標として行

われる必要がある。 
 
第４節 聴覚障害者とケアマネジメント －ケアマネジメントのプロセス－ 

 ここでは聴覚障害児・者、高齢聴覚障害者の障害特性や抱える困難に対応するケアマネ

ジメントのプロセスをまとめる。 
①入り口 

   ・聴覚障害者の場合、情報やコミュニケーションの送受に困難を持つので、相談事

業の周知・啓発、相談窓口へのアクセスについて配慮が必要である。 
   ・また聴覚障害者に対するコミュニケーション支援、心理的な問題を抱える内部障

害者や中途で障害を負った人々（重複障害を持つ人々）への配慮が必要となる。 
   ・聴覚障害者はその障害や生活ニーズが多様であることから、インテークを担当す

る職員は障害の特性や生活ニーズについて理解しておかなければならない。 
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   ②アセスメント／支援目標の設定とケア計画の作成 
   ・聴覚障害者は障害の程度や状況、障害発生時期により、ろうあ者、難聴者、中途

失聴者、重複聴覚障害者と呼ばれるが、それぞれに生活ニーズは異なる。 
・聴覚障害者はコミュニケーション活動に制限があることからパーソナリティの形

成や人間関係や社会関係の形成、社会参加に制限が発生していることをふまえた

援助を行う。 
   ・手話や補聴器、その他機器によるコミュニケーション手段については訓練が必要

である。場合によっては筆談や身振り、描画等総合的なコミュニケーション手段

が活用されなければならない。 
・聴覚障害者の家族や聴覚障害者にかかわる援助機関・施設の職員は、障害の理解

と手話や要約筆記といったコミュニケーション手段の理解・学習・習得を通じ聴

覚障害者とのコミュニケーションを図っていくことが大切である。 
   ・聴覚障害と他の障害を重複する人に対しては、総合的な支援を行うという視点か

らアセスメントを行い、ケア計画を作成する。 
   ③モニタリング及びフォローアップ／評価 
   ・サービス利用の効果や課題についての評価、そしてケア計画の見直しについては、

ケアマネジャーやケアチームだけではなく、聴覚障害者本人が行うこと、すなわ

ちセルフケアマネジメントができるようになることも重要な援助視点となる。そ

のために、ケアマネジメントのプロセス全体を通じて、エンパワメントの視点や

これに基づく支援の展開が重要となる。 
 
第５節 介護保険法と聴覚障害者支援 

－介護保険事業における高齢聴覚障害者支援の課題－ 

高齢聴覚障害者は介護保険法に基づく介護サービスが十分に利用できていない現状があ

ることを前述した。具体的にどのような困難があるのかを、ここでは見ることにする。 

以下は「全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会・第８回～第９回」でレポート報告及び

討議された、高齢聴覚障害者への支援視点や方法を整理したものであるが、これらの報告

をとおして、介護保険事業における高齢聴覚障害者支援の課題をまとめる。 

①高齢ろうあ者の介護認定について 

【問題点】 

1)手話通訳が派遣されない・聴覚障害者について理解のない調査員の場合 

・本人が困難を訴えても通じない 

・本人が無自覚で訴えがない場合、ニーズを言動から推察することができない  

2)調査や受診時に同席する家族や介護者とコミュニケーションが成立しない場合 

・情報不足や誤解から来る行動を認知症・問題行動と捉える 

・逆に妄想や問題行動があるのに取り上げられない 

3)主治医の意見書：高齢聴覚障害者に対して知識や理解がない場合多い 
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・本人の心身の状況やＩＡＤＬやＡＤＬが正確に記載されることは希 

4)市町村での認定審査会に、高齢聴覚障害者に関する専門性がある人はいない 

・特記事項の記述から高齢聴覚障害者の生活上の困難を読み取り理解している例は少

ない 

5)手話通訳が派遣された場合でも、認定調査、医師の意見書の記述は専門的で、表面的

翻訳で終わる 

・本人の心身の状態や生活実態を引き出し汲み取ることができない 

・表面的な質問で進行しようとする調査員に対しては、聞こえないことからくる生活上

の困難を取り上げさせるためにも時には調査員を上回る知識や経験が手話通訳者に必

要 

・高齢聴覚障害者の特徴として、情報不足や生活体験の偏りによりＩＡＤＬ（手段的日

常動作）または、それを行うために必要な判断力が十分に身に付いておらず、そのこ

とにより生活にさまざまな支障をきたしているケースがよく見受けられる。しかし現

行の認定調査は、ＩＡＤＬについては問題にされておらず、その原因が身体機能の低

下や認知症に拠らないために特記事項にも記入されない    

【高齢聴覚障害者のＩＡＤＬ（手段的日常動作）の評価のために】 

1)訪問調査：介護支援専門員・手話通訳士の２つの資格を持つ大阪ろうあ会館の職員が

行うよう、市町村から委託を受ける。委託がない場合も、訪問調査時、同

席する。事前に可能な限り本人と話をして日常生活の様子を収集する 

2)主治医の意見書：可能な限り受診に同行し本人の状況を細かく伝える      

3)認定審査委員会：審査委員に対する高齢聴覚障害者についての研修を申し入れる 

           ＊大阪ろうあ会館 塩見幸子 第９回 

②高齢聴覚障害者のニーズと施設における支援 

1)Ｓさんの事例：不就学・40 年間精神病院・知的障害者施設で過ごす 

2)支援としては、施設介護と合わせて、①コミュニケーション手段の獲得 ②自己表現

や他者とのコミュニケーションを行う力（関係づくり）の発達 ③作業や行事への参

加が必要であり、これらを支援した。 

         ＊いこいの村梅の木寮 八百奏美 第９回 

③高齢聴覚障害者のニーズと居宅サービスにおける支援 

1)コミュニケーションが保障された環境の必要性 

2)デイサービスを通して成長する高齢聴覚障害者の姿 

3)入所施設、デイサービス等での対人援助・介護のあり方についての情報交換が必要 

                            ＊埼玉県聴覚障害者情報センター 岩田恵子 第９回 

④サービスセンターの役割 

 ・職員・利用者とも共通のコミュニケーションが語られることで、自分のこと、生活で 

困っていることが語れるようになった 

 ・そのことでいままで曖昧だった生活上の課題を認識し、改善・解決にむけて主体的に 
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仲間と共に取り組もうとする姿勢が育つ 

 ・ここでの課題や目標を聴覚障害者団体が要望としてまとめ行政に訴える。そのような 

行政との関係作り。（以下略） 

               ＊乙訓聴覚言語障害者デイサービスセンター 辻井靖子 第９回 

⑤高齢聴覚障害者の利用できる社会資源の開発   

 ・京都：身体障害者デイサービス事業     ・愛知：NPO 法人・作業所・デイ事業 

 ・長野：実態調査  ・岡山：生活支援の集い  ・東京：食事会 

 ・北海道：ヘルパーが中心になり作業所づくり  ・埼玉：通所作業所開始  

 ・千葉：70 歳以上のろう者の集い        ・奈良：高齢ろう者の集い 

 ・兵庫：生きがい対応型デイサービス  など 

                ＊ひょうご高齢聴覚障害者施設建設委員会 大矢暹 第８回  

 

高齢聴覚障害者は、生きてきた時代的な背景により、教育を受ける機会が奪われたり（ろ 

う学校・ろう教育が義務化されたのは 1948 年（昭和 23 年）から）、働く機会が奪われたり、

自らの生活や家庭を築くのに大きな制限―差別や偏見、家族等により自己決定が制限され

る状況―があり、コミュニケーションの障害（手話や筆談、補聴器によるコミュニケーシ

ョンが十分できない）、健康な生活を送るのに必要な知識や情報が獲得できない、といった

困難がある。さらに、コミュニケーション障害、情報障害により、自分の要求を他者に伝

わるように上手に表現できないといった、障害から派生する特性がある。 

上記にみた「全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会」の実践報告のように、相談や訪問

調査、ケア計画においては、高齢聴覚障害者の特性をふまえた支援が必要であるし（報告

①）、集団で生活する場や集団で活動する場において、コミュニケーションができる環境や

情報の提供のあり方に配慮した支援（報告②③）、社会資源開発やネットワークづくり（報

告④⑤）が展開されなければならない。 

 
第６節 障害者自立支援法と聴覚障害者支援 

－重複聴覚障害者の生活ニーズと自立支援－ 

重複障害のある聴覚障害者の生活困難は、障害が重度であるため、障害児教育の対象か

らはずされてきた時代（1979 年（昭和 54 年））の障害児教育が義務化されるまでは教育が

受けられないまま在宅または施設入所）、なかには前項の聴覚高齢者のＳさんの事例のよう

に精神障害者として精神病院に長期入院させられる人々、知的障害者施設で過ごしてきた

人々、成人しても在宅生活のなかで孤立し、発達する機会を奪われてきた人々がいる。ま

た、重複する障害が重ければ重いほど、聴覚障害と相まって、多様な発達困難がみられる。

これらの人々は手話や筆談も十分にできず、また適切な支援がないなかで生活能力や自律

の力に大きな制限を有する状態にある。以下に、「全国聴覚言語障害者福祉研究交流集会」

第８回～第 10 回で実践報告された事例をいくつかあげて、重複聴覚障害者の障害特性と支

援のあり方を考えてみる。 
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①重複聴覚障害者の主体的性を引き出す・自立意欲を引き出す支援 

・Ａさんの事例：70 歳代・女性 
知的障害者のグループホーム「あおぞらはうす」は平成 16 年開所。高齢の重複聴覚障害

者４人は調理と金銭管理が困難。これまで世話人が行ってきた買い物、調理、後かたづけ

を半年前から利用者が一緒に行うことで、利用者に変化が見られるようになった。Ａさん

の場合、笑顔が増えた、体調が良くなった、暮らしに張りがでてきた、食事の献立への要

求がでてきた、などの変化が現れた。利用者の主体性を引き出す一つの実践となった。 
＊第２あおぞら共同作業所  青木 恵 第 10 回 

・Ｍさんの事例：30 歳代・男性 
ろう学校高等部卒業後、17 年間施設生活をつづけるＭさんは、地域生活へのあこがれを

強く持つ。現在自治会長をしているが力関係を利用して他の仲間を使役すること、金銭管

理、健康管理に課題を有する。また見通しを持つこと、働く気持ちや忍耐力にも課題を持

つ。４年後に地域生活を開始する、という具体的な目標を設定し、自立のための課題に取

り組むとともに、行政、ケースワーカー、職業安定所、医療機関とのネットワーク、連携

を強めていく。                            
＊いこいの村栗の木寮 藤原永里 10 回 

 

②重複聴覚障害者の地域生活支援・利用できる社会資源の開発 

・Ａさんの事例：50 歳代・女性 

 いこいの村栗の木寮を退所し今年５月から地域生活を始めたＡさん。施設での生活が 20

年のＡさんは、自立生活に向けた生活訓練と仕事の訓練を通じ「一人暮らしをしたい」と

いう要求は高まった。一人暮らしについての家族の不安解消への働きかけ、社会資源の活

用（手話のできるヘルパーによるホームヘルプサービス、手話通訳、地域福祉権利擁護事

業、身体障害者デイサービス事業、いこいの村での仕事）により地域生活を始めた。Ａさ

ん自身の対人関係形成能力を高めつつ、Ａさんに関わる人々や社会資源を豊かにし、ネッ

トワークを広げていくことが今後の課題となっている。    
 ＊綾部市聴覚言語障害者支援事業 三宅恵子 第 10 回 

 

③総合的支援体制づくり―デイケア施設を支援の核とした場合― 

 １人の仲間をとりまくそれぞれの機関がバラバラに支援にあたるのではなく、総合的に

支援していく。核となる機関又は施設があればスムーズな連携ができる。 

（ア）聴覚障害者相談員と連携、ケアマネとの連携 （イ）家族に対しては情報提供を主 

に、日常的な連絡を取る （ウ）家族による支援は限界あり。専門的知識やネットワー 

クを用いて支援にあたる （エ）施設だけで抱え込まず、聴覚障害者相談員、福祉事務 

所ケースワーカーと連携を取る （オ）他に核となる機関があるならば、ケア会議等で 

確認しながら一機関として関わっていく。  

＊春里どんぐりの家 師岡ふみ 第９回 
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④重複聴覚障害者の地域生活を支援するための実践課題 

  1)重複聴覚障害者１人ひとりのニーズに合った支援を行う（支援の個別性、個の尊重、 

専門性、アセスメント） 

2)支援は介護だけでなく、生活全体を支える（生活の全体性の視点、町づくり、所得 

保障、就労保障等） 

 3)施設の役割、機能の明確化と地域の社会資源の役割・機能の明確化（支援の役割・機

能の明確化、資源のネットワーク） 

 4)施設・地域におけるコミュニケーション支援のあり方（コミュニケーション保障・集

団保障） 

 5)1)～4)を実現するための聴覚障害者運動 

                          ＊金城学院大学 林智樹  第８回   
 
 ①②の報告にあるように、本人の主体性・自律性を引き出す支援が必要であるが、長期

間に渡る支援が必要である。また①②③にみるように、地域の社会資源の活用とネットワ

ークが重複聴覚障害者支援においては重要となっている。もちろんここでも重複聴覚障害

者に対する専門的なコミュニケーション支援や情報支援、心理的なサポートおよび集団の

保障が必要とされている。 
 
第７節 聴覚障害者の地域生活支援を進めるために 

―相談支援者の役割・支援視点― 

聴覚障害者の地域生活支援において、聴覚障害者自身の発達課題やニーズに対応する個 

別援助（図１参照）と、それを実行するのに必要な社会的な環境（法律、制度、社会資源、 

人材）の整備（図２参照）が行われなければならない。 
 

図１ 聴覚障害者の自立支援視点 

＊社会レベルの発達  
 
 

生活  労働  学習  余暇 地域活動  聴覚障害者共同体（デフコミュニティ） 
＊個人的レベルの諸力（能力、意欲、主体性）の発達 
 
 

 家事管理  金銭管理  健康管理  時間管理  良好な家族関係（コミュニケーション力）

形成・人間関係（コミュニケーション力）形成   社会資源の活用 
＊相談支援者は、第１レベル、第２レベルのなかで、聴覚障害者の発達課題、外的阻害要因を整理（ア

セスメント）しつつ、聴覚障害者の意欲や意志を尊重し、支援計画を立て、聴覚障害者、家族、関

係者、専門職者と共同して問題の解決と、聴覚障害者の発達を目指す。またそのために必要な社会

資源の活用、開発を進める。 

第１レベル 

第２レベル 
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図２ 聴覚障害者の地域生活を支援する社会資源 

（第 10 回全国聴覚障害者福祉研究交流集会第５分科会第２分散会より） 

：聴覚障害者に対するコミュニケーションの配慮を十分に行い、以下の社会資源が連

携しながらそれぞれの専門性や実践が機能することを追求していく 

 ――国の定める諸法・政省令、都道府県・市町村の定める諸条例、およびこれら   
に基づいて実施される事業（福祉諸法、バリアフリー諸法、教育諸法、労働    
諸法、医療・保健諸法、その他） 

――生活支援センター（相談） 
活動支援センター（日中活動支援） 

               就労支援センター  （福祉的就労）                     
              情報提供施設（聴覚言語センター：情報提供・相談・コミュニ

ケーション支援等） 
＊ 聴覚障害者を対象にした専門センター機能が望まれる。 

――福祉事務所・社会福祉協議会（生活相談・支援、自立支援） 
病院・保健所（医療・保健） 
職業安定所・障害者就労支援センター・障害者職業能力開発

センター等（就労支援） 
介護保険事業所（訪問介護・入所介護）  
障害者自立支援法事業所（自立訓練・生活訓練・生活施設等） 
学校・生涯教育センター・スポーツセンター（教育・余暇・

スポーツ等） 
＊ これらの機関・施設で聴覚障害者へのコミュニケーションの 

配慮が十分なされること 
――施設長・事務スタッフ・調理スタッフ・医療スタッフ・ 
  教育スタッフ・心理スタッフ 

相談員・ホームヘルパー・生活支援員・就労支援員・ 
地域福祉専門員・ボランティアコーディネーター 

手話通訳者、要約筆記者 
＊ これらの職員・従事者が聴覚障害者やそのコミュニケーション

方法について十分理解があること 
 ――家族(会)・聴覚障害者団体・手話サークル・要約筆記サークル・  

手話通訳者・手話通訳士組織、他障害者団体・他ボランティ          

ア団体・地域住民、企業等 
＊これらの団体・団体の構成員が聴覚障害者の福祉や社会参加に

ついて理解があること 
 

 

法・制度 

拠点となる専門センター 

関係専門機関・施設 

専門センター・関係専門 
機関施設の職員・従事者 

インフォーマル支援 
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第 10 回全国聴覚障害者福祉研究交流集会第５分科会第２分散会では、重複聴覚障害者の

地域生活に必要な支援、取り組みについて次のように課題が整理された。 

［討議でだされた諸課題］ 

① 団体や個人等によるインフォーマルな支援活動 

② 他専門職者や機関・施設、地域住民に対する重複聴覚障害者の理解を広げる取り組

み 

③ 重複聴覚障害者が利用できる施設作り、制度作りのための運動 

④ 重複聴覚障害者を支援する職員の養成と確保 

⑤ 障害者自立支援法下での施設運営や事業展開 

［課題と展望］ 

 重複聴覚障害者の地域生活を考えるとき、 

① 重複聴覚障害者自身の自立への意欲と力を高める取り組み（入所施設、通所施設） 

② ①を支援する専門性を有する職員、また地域生活を支援する専門性を有する職員（相

談事業所）の養成および確保 

③ 地域生活を支える社会資源の整備・確保（既存施設・機関の活用、既存制度の活用、

存在しない施設・機関・制度については社会資源開発）、ネットワークの形成 

が重要な課題となっている。 

 

 さらに、討議の中で提起された家族支援や地域住民の理解・協力を得るための取り組み

も重要となっている。また、重複聴覚障害者や高齢聴覚障害者が地域生活を行う時に、相

談やサービス利用時はもちろん、地域活動への参加や余暇活動を行う際のコミュニケーシ

ョン支援のあり方についても具体的な方法を検討していく必要がある。 

 
【参考文献】   

林智樹「障害者ケアマネジメント」相澤譲治他『新選 障害者福祉論』みらい 2007 年 

『第８回全国聴覚障害者福祉研究交流集会報告集』  2005 年 

『第９回全国聴覚障害者福祉研究交流集会報告集』  2006 年   

『第 10 回全国聴覚障害者福祉研究交流集会資料集』 2006 年    
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第４章 これからの相談支援のあり方 

 

第１節 障害者自立支援法における相談支援 

2006 年（平成 18 年）４月から障害者自立支援法が施行された。障害者自立支援法は利

用契約制度であり、障害者がサービス提供者と対等・平等な関係の中で、サービスの内容

等について正確な情報提供を受け、サービスを自己選択し、利用の是非を自己決定する制

度であるといえる。 

障害者自立支援法の大きなテーマである障害者の自己選択・自己決定を実現する最も大

切な部分が相談支援事業である。相談支援事業は、身体障害・知的障害・精神障害の３障

害を同一に対象としている。相談支援には豊かなコミュニケーション能力が不可欠かつ重

要であり、コミュニケーション手段を共有しないと相談関係は成立しないのであるから、

相談支援事業が聴覚障害者に対応するためには、相談支援事業に従事する者が手話で直接

コミュニケーションできることが第一義的に望ましい。でなければ、相談支援事業に従事

する者と聴覚障害者との間にあってコミュニケーション・情報提供の役割を持つ手話通訳

者の保障が不可欠となる。しかし、現状では相談支援の事業所に手話でコミュニケーショ

ンができる相談支援者、または手話通訳者が設置されているところはほとんどないので、

聴覚障害者は、自らの手話で相談支援ができ聴覚障害者について熟知している「ろうあ者

相談員」、または、聴覚障害者協会や聴覚障害者情報提供施設等に勤務している聴覚障害者

や手話通訳者、設置されている手話通訳者等、手話で相談ができるところに行くことにな

る。 
相談事業所に採用された相談支援者の中には社会福祉士、精神保健福祉士等の資格を有

している人もいるが、コミュニケーションと情報のバリアがあり、家庭環境や教育環境等

のさまざまな要因から多様な障害特性を抱える聴覚障害についての理解に乏しい。一方で

「ろうあ者相談員」や相談業務を兼任する聴覚障害者・手話通訳者は、熱意と実績により

力量を持った人はいても、相談支援に関する公的な資格と同等の養成・認定を受けていな

い。特にソーシャルワークに関わる養成・研修カリキュラムを受けていない。こうしたこ

とから、障害者自立支援法における相談支援事業が聴覚障害者に十分対応できない恐れが

ある。 
 
また、障害者自立支援法における相談支援事業において、障害福祉サービスを受けるた

めの障害程度区分認定が必要だが、障害程度区分に関する審査及び判定において、聴覚障

害の特性、その障害の多様さ、重さを充分に勘案していく条件の整備が求められることか

ら、「ろうあ者相談員」が聴覚障害者相談支援へのケアマネジメント業務を担当する相談支

援員の担い手となることが望ましい。規定では社会福祉士、精神保健福祉士等の資格が必

要であるが、｢市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要と認められた者｣という

規定もあり、これを踏まえて自治体独自の事業にすぎない「ろうあ者相談員」を国の制度

としての「聴覚障害者福祉士」（仮称）の資格創設が必要である。 
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第２節 「聴覚障害者福祉士」（仮称）創設の提言 

連盟は、「手話通訳事業の発展を願って～聴覚障害者のコミュニケーション支援の現状把

握及び再構築検討事業 平成 17 年度 報告書」（独立行政法人福祉医療機構の助成事業）

にて「聴覚障害者福祉士」（仮称）の資格創設と、各市町村に配置することを提言している。

本事業は、この提言を受けて、国の制度、事業ではない「ろうあ者相談員」を拡充し、聴

覚障害者の相談支援事業を進められる人の養成と制度化について検討を進めてきた。 
一つは、「聴覚障害者福祉士」（仮称）創設のために、聴覚障害者に関わる相談支援業務

の専門性の整理、そのために必要な資質を明らかにし、養成と資格認定のあり方を検討す

ることである。もう一つは、現在「ろうあ者相談員」として業務を行っている人の実態把

握と分析である。 
 
第３節 聴覚障害者に関わる相談支援業務の専門性について 

 聴覚障害者への相談支援業務については、基本的に下記の４点に整理できる。 
  １）聴覚障害者が持ち込む全ての問題について手話コミュニケーション等により問題

の整理と解決への情報提供、助言を行う。 
  ２）問題解決のためのソーシャル・ケースワークによる相談支援を行う。 
  ３）社会資源・制度等の活用の援助と他機関との連絡調整を図る。 
  ４）地域の聴覚障害者に関係する機関・関係者への支援と援助、啓発活動を行う。 
 
 これを実践していくために必要な資質として、社会福祉士、精神保健福祉士等の国家資

格に共通して必要なソーシャルワークなどの知識、技術、態度を別にすれば、下記のよう

に整理できる。 
  １）不就学者、高齢者、重複障害者、また、失聴時期・教育歴、家庭環境等でさまざ 
    まな言語レベル、手話レベルに対応できる手話、筆談、身振りの技術と態度 
  ２）聴覚障害者の特性、行動パターンなどを受容できること 
  ３）聴覚障害者の生活実態と問題に精通していること 
  ４）聴覚障害者のおかれてきた歴史、社会環境、教育、文化等に精通していること 
  ５）聴覚障害者関係の社会資源、補聴器、日常生活用具等に精通していること 
  ６）聴覚障害者集団等に参加して、聴覚障害者や関係者と行動をともにできること 
 
 手話通訳者が相談業務を兼ねることについては、コミュニケーションの支援レベルで問 
題を解決できる力を持っている聴覚障害者には対応できるが、生活支援が必要なより重度 
の聴覚障害者や重複聴覚障害者等に対するソーシャルアクションの場合には相談業務に専 
念する者が対応することが望ましい。 
 
 相談支援業務は、介護保険制度、障害者自立支援法など社会福祉基礎構造改革の流れの 
中で、専門化している傾向にある。「ろうあ者相談員」に代わる新しい聴覚障害者を専門に 
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相談支援する者の資格「聴覚障害者福祉士」（仮称）創設については、社会福祉士、精神保 
健福祉士と同等の国家資格か、それに準じる資格であることが望ましい。 
 一方で、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有する者に対し、聴覚障害者への相談支

援業務を行うために整理した必要な条件を研修により履修できる条件を整備し、「聴覚障害

者福祉士」（仮称）認定を与えることも必要である。 
 
第４節 「聴覚障害者福祉士」（仮称）の資格創設のための養成･認定のあり方 

聴覚障害者に対して相談を行う者の専門性として、聴覚障害者の生活問題や解決のため

の社会資源の活用ができ、かつ他の相談を行う専門職・社会福祉士と同等の知識や技能を

確保するとの目標を設定して養成カリキュラム・研修カリキュラムを検討した。 
また、社会福祉士、精神保健福祉士といった専門職の国家資格の付与は、最終的に資格

試験を行い、合格者に資格を付与する形態となっている。「聴覚障害者福祉士」（仮称）も

これと同様に、資格試験が必要とし、そのための養成・研修カリキュラムの検討を進めて

いる。養成・研修カリキュラムの科目は、下記のように三群に整理した。 

 １）聴覚障害者の援助に関する科目 

聴覚障害児・者福祉論、聴覚障害学、聴覚障害者の心理、聴覚障害者援助論、聴覚

障害児・者教育論、聴覚障害児・者援助論、聴覚障害者福祉政策論、聴覚障害者福

祉援助技術演習、聴覚障害者援助実習、聴覚障害者福祉演習、聴覚障害学演習 

 ２）相談支援を行うために必要とする科目 

社会福祉原論、障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、社会保障論、地域福祉論、

公的扶助論、社会福祉援助技術論、社会学、心理学、法学、医学概論、介護概論、

社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習 

 ３）その他の必要とする科目 

手話、手話学概論、コミュニケーション論、カウンセリング論、ケアマネジメント

論、リハビリテーション論 

 

 養成の形態については、 

 １）現在「ろうあ者相談員」として仕事をしている人たちの資質向上による資格取得 

 ２）社会福祉士、精神保健福祉士資格を有する人たちが研修を受けることにより資格取

得 

 ３）養成校のカリキュラムを修了することによる資格取得 

の三つの形態が予想される。それぞれの養成のあり方について検討を進めた。 
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第５章 課題 

 
2006 年（平成 18 年）12 月 13 日、第 61 回国連総会にて「障害者権利条約」が採択され

た。社会への完全かつ効果的な参加とインクルージョン、非差別、機会の平等などの一般

原則の理念に基づき、障害者自立支援法における相談支援事業からコミュニケーションに

バリアを持つ聴覚障害者が取り残されないためには、聴覚障害者の相談支援に従事する人

たちが一つの専門職として認知され、都道府県・市町村の必要なところに設置される必要

がある。将来的には社会福祉士、精神保健福祉士等と同等の国家資格になることが望まし

い。そのための聴覚障害者の相談の資格・認定に関する調査研究の次年度に明らかにすべ

き課題として、次のことが挙げられる。 

 
１．「聴覚障害者福祉士（仮称）」資格の検討 

  聴覚障害者に関わる公認資格として、厚生省（当時）告示による規程により社会福祉

法人聴力障害者情報文化センターが「手話通訳技能認定試験」実施機関の認定を受け、

試験合格者は厚生労働大臣が認定する「手話通訳士」を称号できる。これと同様の公認

「聴覚障害者福祉士（仮称）」の創設に向けた養成、認定、そして設置事業のあり方を検

討すること。 
 
２．聴覚障害のある人を対象とする相談支援事業の専門性の明確化 

  聴覚障害者に関わる相談事例、相談ケースを収集し、整理することにより、相談支援  
 が必要な聴覚障害者の特性の傾向を明らかにするとともに、それをどのように受け止め 
 て支援していくか、支援していくための必要な力は何かを整理することで、聴覚障害者 
 の相談支援業務の専門性を整理していくこと。 
 
３．「ろうあ者相談員」の資質の向上 

  現在、「ろうあ者相談員」として聴覚障害者の相談支援に従事している人たちの資質の  
 底上げが必要であり、そのための研修カリキュラム、開催方法、テキスト、講師、修了 
 認定の方法等について検討すること。また、モデル的に研修会を実施すること。 
 
４．聴覚障害のある人を対象とするケアマネジメント研修の実施 

  聴覚障害者の相談支援に従事する人たちが、ケアプラン作成実習等を通してケアマネ 
 ジメントについて研修をさらに深めるとともに、ケアマネジャーとの連携が取りやすく 
 なるよう研修を実施すること。 

 


